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第１章 計画の概要 
 

１ 計画の背景・目的 

⁸ ⌂ ╛ ⁸ ─ ⁸ ─☼כ♬ ⁸ ─ 

⌂≥╩ ⌐⁸ ╩ ≤⇔√ ⅝ ⅜ ₁ ⇔≡™╕∆⁹ ⌂ ⅜ ╦╣⌂

™╕╕ ↕╣≡™╢ ─ ⅝ │⁸ ה ה ה ה ─ ⁸ ⌐╦

√╢ ╩ ∂↕∑╢↓≤╙№╡⁸└™≡│ ─ ⌐ ╩ ╓∆↓≤╙

№╢√╘⁸ ⌂ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

↓℮⇔√ ⅛╠⁸ ≢│⁸↓─ ⅝ ⌐ ∆╢√╘⁸ 27 ⌐₈  

─ ⌐ ∆╢ ₉ ₈ ₉≤™™╕∆⁹ ╩ ⇔⁸ ה

ה ⁸╕√⁸ ┘ ₈ ₉≤™™╕∆⁹ ∕╣∙╣─ ╩

╘⁸ ─ ╩ ⌐ ⇔≡™ↄ↓≤≤⇔≡™╕∆⁹ 

⌐⅔↑╢⁸₈ ה ₉⌐╟╢ ─ │⁸ 30 ≢ 131,360

≤ ≤ ═ ⇔≡⅔╡⁸ ⁸ ≢│ 11.4 ≤ ≤ ═╢≤

⌐ ∂╕⇔√⅜⁸ ─ ╩╖╢≤⁸ ≤⇔≡ ⌐№╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ⌐ ≠⅝↓╣╕≢ ─ ╩ ╘≡⅝╕⇔√⅜⁸ ≢№╢

⅜ ∆╢↓≤⅛╠⁸ ⅝ ⅝ ⌐⅔™≡⁸ ╩ ⌡≡

─ ⇔╩ ╡⁸ ─ ─ ╛ ⅝ ⌐≈™≡ ─ ⅎ ╩ ⌐⇔⁸

⅝ ╩╟╡ ⅛≈ ⌐ ⇔≡™ↄ√╘⌐⁸₈ ₉

₈ ₉≤™™╕∆⁹ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

２ 位置付け 

│⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⅜ ╘√ ⌐ ⇔≡ ╘√╙─≢∆⁹ 

≢│⁸ ⅝ ה ⅝ ╩ ─ ≢№╢ ⌐ →

╢ ₈ ₉─ ⌐ ∆╢ ≤⇔≡ ↑⁸↓─

╩ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐ ╦∑√⁸╟╡ ⌂ ⅝

⌐≈™≡ ╘╢╙─≢∆⁹⌂⅔⁸ ─ ⌐ √∫≡│⁸ ⱴ☻♃כ

ⱪꜝfi╛ ≥↔⇔ה≥└ה∟╕ ⁸∕─ ≤─ ה ╩ ╡

╕⇔√⁹ 
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╕√⁸ 27 ─ ◘Ⱶ♇♩≢ ↕╣√ ⌂ Sustainable 

Development Goals ⁸ ⌐≈™≡⁸ ⌐⅔™≡╙ ╩ ∆╢ 17─

─℮∟⁸₈11 ╖ ↑╠╣╢╕∟≠ↄ╡╩₉─ ╩ ╡ ╣⁸ ה ה ⌐ 

╦╢ ₁⌂ ╩ ⌐ ⇔≡™ↄ ╩ ∫≡ ╡ ╖⁸  

⌂╕∟≠ↄ╡╩ ⇔╕∆⁹ 

 

図表１：本計画の位置付け 

 

 

３ 計画期間 

─ │⁸ ≤ ╦∑≡⁸ ⅛╠

─ ≤⇔╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ │⁸ ─ ─ ╩ ╕ⅎ⌂⅜╠⁸ ⌐ ∂≡ ⁸ ⇔

╩ ℮╙─≤⇔╕∆⁹ 

図表２：計画期間 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

第７次 

府中市総合計画 

 

   

第２次府中市 

空家等対策計画 

  

 

 

Ỉ

ễ ṇ

ḱ ḱֿ︡פ
︣

ᴴ ֩  ֪

֩  ֪

ỉ 

Ệ 
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４ 対象地区 

─ │⁸ ≤⇔╕∆⁹ 

 

５ 用語の定義、空き家の種類 

（１） 用語の定義 

①「空家等」及び「特定空家等」 

 ⅝ ⌐ ╢ ≤⇔≡⁸ ⌐│₈ ₉ ┘₈ ₉⌐≈™≡ ─≤ 

⅔╡ ╘╠╣≡™╕∆⁹ ⌐⅔↑╢₈ ₉ ┘₈ ₉⌐≈™≡╙⁸↓ 

─ ─ ╘⌐ ∆╢╙─≤⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「荒廃した空き家」の説明 

⌐⅔™≡ ∆╢₈ ⇔√ ⅝ ₉≤│⁸ ─ ₈  ₉ 26Ɑ

☺כ ⌐ ─ ╩ ∫√ ⌐ ⇔√ ⅝ ⁸╕√⁸∕─ ⅛╠

┼─ ⌐≈™≡ ╩ ↑√ ⅝ ⁸ ⌂ ⅜↕╣≡™⌂™ ⅝ ╩

⇔√╙─╩™™╕∆⁹ 

β ⌐⅔↑╢₈ ⅝ ₈ה₉ ₉⌂≥─ ⌐≈™≡ 

↕╣≡™⌂™ ⌂≥⌐≈™≡ ╩ ═╢ ╛⁸₈ ה  

₉⌐⅔↑╢ ⌂≥⌐≈™≡│⁸ ≢№╢↓≤╛⁸ 30 ╕≢⌐ 

╦╣√ ⌐⅔↑╢ ≤─ ⌐ ⇔⁸₈ ⅝ 

ƪ ὤ ǲǑǘȒƼ ὤ ƽ֗ǺƼ ὑ ὤ ƽǵὑ  

Ě  

ǚǵ ♣ǲǑǋǭƼ ὤ ƽǯǶƲ┴ ֕Ƕǚȓǲ ιǠȒ›̸ ǮǉǪǭᾱ̮

Ǥǵ̀ǵ̓ ǓǱǜȓǭǋǱǋǚǯǓ₡ ǮǉȒȉǵ֗ǺǤǵ ᷂ Ǥǵ̀ǵ

ᶽ᷂ǲὑ ǠȒ șדȇƳ șǋǍƳǦǧǞƲᶮ֕Ƕ᷂ ЏВᶧ̱Ǔ ǞƲ֕Ƕ

ǠȒȉǵș ǖƳ 

 ǚǵ ♣ǲǑǋǭƼ ὑ ὤ ƽǯǶƲǤǵȅȅ ǠȓǷΏṥ Ǟǖͪὄ

ʣӾ ǯǱȒǑǤȓǵǉȒ ֕Ƕ Ǟǖ ʣ ὡǯǱȒǑǤȓǵǉȒ Ʋ

ўǱ Ǔ ȖȓǭǋǱǋǚǯǲȏȑ Ǟǖ ș ǱǪǭǋȒ Ǥǵ̀ק ǵ

ṑǵͪЋșᶫȒǦȈǲ ǠȒǚǯǓʥ ўǮǉȒ ǲǉȒǯ ȈȐȓȒ

ὤ șǋǍƳ 
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₉≤™℮ ╩ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹ 

⁸ ─ ╛ ⌐ ≠ↄ ה ╩ ∆╢ ⌐│₈  

₈ה₉ ₉╩ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹ 

（２） 空き家の種類 

─ ≤∆╢ ⅝ ─ │⁸ ≤⇔≡⁸ ⌐ ╘╢₈ ₉ ┘₈  

₉ ┘⌐ ⅜ ⌐ ⇔√₈ ⇔√ ⅝ ₉≤⇔╕∆⁹ 

図表３：本計画の対象とする空き家の種類 

本計画の 
対象・非対象 

空き家の種類 定義・備考 

対 象 

空家等 

 

 空家法第２条第１項に定める「空家等」を
いいます。 

荒廃した空き
家 

 

 

 

本市が独自に把握した空き家で、 
建物の損傷や、樹木・雑草の繁茂などによ
り、管理が行き届いていない空き家をいい
ます。 

特定空家等 

 

 

 

 

空家法第２条第２項に定める「特定空家
等」をいいます。 
将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有
害な状態になることが“予見される”空家
等も含みます。 

非対象 
共同住宅 
長屋 

 

 

 

共同住宅や長屋で、１棟のうち一部住戸の
みが空室となっているものについては、本
計画の対象とはなりません。ただし、１棟
の全ての住戸が空室となった場合には、空
家法第２条第１項に定める「空家等」に含
めて本計画の対象となります。 
また、外見上はいわゆる長屋であっても隣
接する住戸との界壁が二重となっているな
ど、それぞれの住戸が別個の建築物である
場合には空家法第２条第１項に定める建築
物に該当し本計画の対象となります。 

 

図表４：空家等、荒廃した空き家、特定空家等の関係図 
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６ 空き家対策に係る法令・例規等 

⅝ ⌐ ╢ ה ⌐≈™≡⁸ ≤─ ⌂ ╩ ∆╢≤⁸ ─╟℮

⌐⌂╡╕∆⁹ 

図表５：空き家対策に係る法令・例規等 
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第２章 現状と課題 
 

１ 府中市の概況・人口推移 

│⁸ ─╒╓ ⌐ ⇔⁸ ⅛╠ 22◐꜡ⱷכ♩ꜟ─ ⌐

№╡╕∆⁹ 

│ 29.43 ◐꜡ⱷ⁸≢ꜟ♩כ∕─ ⅜╡│ 8.75 ◐꜡ⱷ⁸ꜟ♩כ 6.70 ◐

꜡ⱷ⁹∆╕™≡∫⌂≥ꜟ♩כ 

⌐ ⅜ ╣⁸↓↓⅛╠ ┼ 1.7 ◐꜡ⱷכ♩ꜟ⌐╦√∫≡ ⅜ ⅜╡⁸↓╣

╟╡ ⌐ ╢ ↕ ⱷכ♩ꜟ⅛╠ ⱷכ♩ꜟ─ ⅛╠ ┼ 2.5 ◐꜡ⱷכ♩ꜟ⌐╦

√∫≡ ⅜ ⅜∫≡™╕∆⁹↓─ │ ≢ 70 ⱷ⁸ꜟ♩כ ⅜ 40 ⱷ

⁸≢ꜟ♩כ ≢ ╙ ™≤↓╤│ ≢ 82ⱷ⁹∆≢ꜟ♩כ 

29 ⁸ ⁸ ┘ ─ ⅜ ⇔⁸ ─

⅜ ⇔╕⇔√⁹ ≢│⁸ 26 ╩ ∆╢ ─ ≤⇔≡⁸ ╩

↑≡™╕∆⁹ 

─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐╟╢≤⁸ │ 12 ╩Ⱨכ◒⌐ ⅜

╕╢ ⇔≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

図表６：人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）市の推計    

 

╕√⁸ ╩ ─ ⌐ ⅝ ⅎ≡ ≡╖╢≤⁸ │ ⇔
≡ ⅜ ∆╢ ⇔≤⌂∫≡⅔╡⁸ 32 ⌐│ ⅜ 35 ≤⌂╢↓≤
⅜ ↕╣≡™╕∆⁹ 

26.04 26.22 26.23 26.07 25.76 25.29 24.79 24.15 23.37

15 3.40 3.21 3.00 2.91 2.85 2.75 2.65 2.53 2.42

15 64 16.92 17.03 16.79 16.04 14.97 14.14 13.52 13.08 12.67

65 5.72 5.98 6.43 7.13 7.94 8.40 8.62 8.54 8.28
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図表７：年齢３階層別・人口構成比率推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）市の推計 

２ 国の動き 

①空家等対策の推進に関する特別措置法 

│⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ⇔⁸╙∫≡ ─ ─

≤ ─ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤⇔≡⁸ 26 11 ⌐₈ ─ ⌐

∆╢ ₉╩ ⇔╕⇔√⁹ 

╕√⁸ 27 ⌐ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸₈ ₉⌐ ∆╢ ─

⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ⇔√₈ ₉╩ ╘╕⇔√⁹∕⇔≡⁸ ⌐

│ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ∆╢₈ ₉⌐ ⇔⁸

⌂ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ●▬♪ꜝ▬fi ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

╕√⁸ ⌐⅔™≡⁸₈ │⁸↓─ ─ ╩ ⇔√ ⌐⅔™

≡⁸↓─ ─ ─ ╩ ⇔⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸↓─ ─ ⌐

≈™≡ ╩ ⅎ⁸∕─ ⌐ ≠™≡ ─ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹₉≤ ↕

╣≡™╕∆⁹ 

 

②全国版空き家・空き地バンク 

│⁸ ─ ⅝ ─ ─ ה ╩ ╡⁸ ≥↓⅛╠≢╙▪◒

ה☻☿ ≢⅝╢↓≤╩ ⌐⁸►▼Ⱪ◘▬♩╩ ה ∆╢ ╩ ⌐╟╡

⇔⁸ 30 ╟╡ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

③全国空き家対策推進協議会 

─ ⌐╟╡ ⅝ ⅜ ₁ ∆╢ ≢⁸ ⌐╟╢

13.1% 12.3% 11.4% 11.2% 11.0% 10.9% 10.7% 10.5% 10.3%

65.0% 64.9% 64.0% 61.5% 58.1% 55.9% 54.5% 54.1% 54.2%

22.0% 22.8% 24.5% 27.3% 30.8% 33.2% 34.8% 35.4% 35.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100% 65

15

15 64
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⅝ ─╟╡ ─ ╩ ╢√╘⁸ ╛ ⅜ ה

ה ╩ ℮₈ ⅝ ₉⅜ ↕╣╕⇔√⁹ 29

31 ⌐  

⅝ ≢│⁸ ⌂≥╩ ⇔⁸ ⅝

─ ₁⌂ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔≡™╕∆⁹╕√⁸ ⅝ ⌐ ╢

╛⁸ ⌂≥╩ ⇔ ⌂ ⌐≈™≡ ╩ ∫≡

™╕∆⁹ 

 

④空き家再生等推進事業 

─ ╩ ╢√╘⁸ ⁸ ⅝ │ ⅝ ─ ╩

℮₈ ♃▬ⱪ₉≤⁸ ⅝ │ ⅝ ─ ╩ ℮₈ ♃▬ⱪ₉

⅜№╡⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⁸ ⌐≈™≡ ↕╣╕∆⁹ 

 

⑤空き家対策総合支援事業 

⌐ ≠⅝ ∆╢ ⅝ ─ ╛ ⌂≥╩

─╕∟≠ↄ╡─ ≤⇔≡ ∆╢ ⌐ ⇔≡⁸ ↕╣╕∆⁹ │⁸

⌐ ≠ↄ₈ ⅝ ─ ₉⁸₈ ⅝ ─ ₉⁸₈ ∆╢ ₉⌂≥

≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

⑥住宅市場を活用した空き家対策モデル事業 

⌐⅔↑╢ ⅝ ╩╟╡ ↕∑╢√╘⁸ ⅝ ─ ─

⅜ ⌂ ⌐ ∆╢⁸ ⅝ ─√╘─ ╛⁸NPO⁸ ⁸ ⁸

─ ≤ ⇔√ ─ ╩ ℮ ─╒⅛⁸ ⅜ ╡ ╗

⅝ ─ ─ ⌂ ⌐ ∆╢⸗♦ꜟ ⌂ ⌐≈™≡ ╩ ™⁸∕

─ ─ ┼─ ╩ ∫≡™╕∆⁹ 

 

⑦空き家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置 

│⁸ 27 ⌐⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⅜ ─

⌐ ⇔≡ ─ ─ ╩ ╢√╘⌐ ⌂ ╩≤╢↓≤╩ ⇔√

│⁸ ⌐ ╢ ⌐≈™≡ ─ ⌐ ∆╢

─ ─ ⅛╠ ∆╢↓≤≤⇔╕⇔√⁹ 

⌂ ⅜ ╦╣≡™⌂™ ⅝ ⅜ ↕╣╢↓≤┼─ ≤⇔≡⁸

─ ╩ ∆═⅝≤─ ⅜№╢↓≤ ╩ ╕ⅎ⁸ ⅝ ─ ה

╩ ⇔⁸ ⌐╟╢ ⅝ ╩ ∆╢ ⅛╠⁸ ─ ⌐ ∆╢

⌐⁸ ─ ─ ⅛╠ ∆╢ ╩ ∂≡™╕∆⁹ 
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図表８：固定資産税等の住宅用地の課税標準の特例措置 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
課税標準の特例内容 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 一戸あたり面積が 200㎡以下の部分 価格の 1/6 に軽減 価格の 1/3 に軽減 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格の 1/3 に軽減 価格の 2/3 に軽減 

 

⑧空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除） 

│⁸ 28 ⌐⅔™≡⁸ ⅛╠ ⇔≡ ╩ ∆╢ ─

∆╢ ─ 12 31 ╕≢⌐⁸ ─ ─ ⌐ ⇔≡™√ ╩ ⇔√

⅜⁸ ─⌂™ │ ꜞⱨ◊כⱶ╩⇔√╙─⌐ ╡⁸∕─ ╩

╗⁹ │ ⇔ ─ ╩ ⇔√ ⌐│⁸ │ ─ ⅛╠

3,000 ╩ ∆╢ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

│⁸ ⅝ ⅜ ↕╣⁸ ─ ┼─ ╩ ⌐ ← ⅛╠⁸

⅝ ─ ─ ≢№╢₈ ₉╩ ≤∆╢ ™ ⅝ ─ ╩ ╗⁹

─ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ⅝ ─ ╩ ∆╢√╘⌐ ↕╣╕⇔√⁹ 

⌂⅔⁸ ⅜ ↕╣╢ │ │⁸ ⅜ ╘√₈ ╩ ≤⇔

√ ─ ₉⁸₈ ⇔√ ─ ₉ ┘₈ ∆╢ ─ ₉╩ √∆

⅜№╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ⁸ ⌐≈™≡│ 12 31

╕≢≤↕╣≡™√ ⅜ 12 31 ╕≢⌐ ↕╣╢↓≤≤⌂╡⁸

─ ≤⌂╢ ⇔√ ⌐≈™≡╙⁸↓╣╕≢ ⅜ ─ ⌐⅔™≡

⇔≡™√↓≤⅜ ≢⇔√⅜⁸ ⱱכⱶ ⌐ ⇔≡™√ ╩

√⇔√ ⌐ ╡╕∆⁹ ╙ ⌐ ╦╢↓≤≤⌂╡╕⇔√⁹ ↓─ ⌐≈™≡│

31 ─ ⅜ ≢∆⁹  

 

⑨既存中古住宅のインスペクション（現況検査）に関するガイドラインの策定 

│⁸ ─ ╛ ─ ™⌐ ⅎ⁸∕─ ─ ╛ ─

⌐╟╡ ↔≤─ ⌐ ⅜№╡⁸ ╩ ∆╢ ⌐≤∫≡│⁸∕─

╛ ┼─ ⅛╠⁸ ╩ ⇔≡⇔╕℮↓≤⅜ ⅎ╠╣╕∆⁹↓─╟℮⌂ ⁸

─ ─ ─ ╩ ≢⅝╢▬fi☻Ɑ◒◦ꜛfi┼─♬כ☼⅜ ╕∫

≡™╕∆⁹ │⁸ ⅜ ⇔≡™╢▬fi☻Ɑ◒◦ꜛfi⌐≈™≡⁸

☻ⱦכ◘╛ ⌐ ⇔≡─ ─ ╩ ∆↓≤≢⁸ ⌐╟╢ ⌂

╩ ∂⁸ ⌐╟╢ ─ ≤ ⌂ ╩ ∫≡™╕∆⁹ ▬fi☻Ɑ◒

◦ꜛfi⅜ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ─ ⅜ ∆╣┌⁸ ⅝ ─ ⌐

╙≈⌂⅜╢╙─≤ ↕╣╕∆⁹ 
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⑩所有者が不明な土地等に対する対応 

ה ─ ⌐ ℮ ─☼כ♬ ╛ ⅛╠ ┼─

╩ ≤⇔√ ─ ─ ╩ ⌐⁸ ⌂≥─ ╩ ⇔

≡╙ ⅜ ∟⌐ ⇔⌂™⁸ │ ⇔≡╙ ⌐ ⅜≈⅛⌂™ ⁸™╦

╝╢₈ ₉╛⁸ ⌂ ה ⅜⌂↕╣⌂™↓≤≢ ─ ╛

─ ⌂≥⁸ ⌐ ╩ ⅎ╢ ─ ⅜ ⌐ ⇔≡™╕∆⁹↓╣

╠─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ─ ╛▬fiⱨꜝ ⁸ ─ ⌂ ≤

⌂╢⌂≥⁸ ⅜ ─ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

↓─╟℮⌂ ⌐ ⇔≡⁸ 30 ⌐│⁸ ─ ≢─

⌂ ╩ ∆╢√╘─₈ ─ ─ ⌐ ∆╢ ₉

⅜ ⇔⁸ │ ⌐ ↕╣╕⇔√⁹ 

╕√⁸ ─ ╛ ⅜ ≢№╢ ─ ⌐ ∆╢●▬♪ꜝ▬

fi₈ ─ ─ ⅜ ⇔™ ⌐ ∆╢ ה ─√╘─●▬♪ꜝ▬fi₉

╩ 12 ⌐ ⇔⁸ ─ ╩ ∫≡™╕∆⁹ 

↕╠⌐ ⌐│⁸₈ ─ ╩ ∆╢ ₉⅜ ↕╣⁸ √

⌐ ─ ≤⇔≡ ─ ╛ ⌐≈™≡ ↕╣√╒⅛⁸

⅝⌂≥ ─ ⌐≈™≡╙ ⅜ ↕╣╕⇔√⁹ 

 

⑪法定相続情報証明制度 

⅜ ─╕╕ ↕╣≡™╢ ⅜ ⇔≡⅔╡⁸↓╣⅜

≤⌂╢╒⅛⁸ ⅝ ─ ≤╙⌂∫≡™╢≤ ↕╣≡™╕∆⁹ 

∕↓≢ │⁸ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌐ ⇔≡ ⅜ ⅎ╢ ╩

⅜ ⇔⁸ ∆╢ ⅜ 29 ╟╡ ╕∫≡™╕∆⁹

⌐╟╡⁸ ⅝⌐ ╢ ≤ ⅝ ─ ─ ⅜ ↕╣╢↓

≤╛⁸ ⌐╟╢ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

⅝─ ⌐ ⁸ ↕╣╢ ─ ⇔⌐≈™≡│⁸ ─

┼─ ╛⁸ ⅝─ ⌐ ⌐⌂╢⌂≥⁸ ⅜ ↕╣≡

™╕∆⁹ 

 

⑫空き家所有者情報の外部提供 

⅝ ─ │⁸ ⅝ ╩ ∆╢∞↑≢│⌂ↄ⁸ ⅝ ─ ≢─ ╩ ∂√

─ ⅜ ≢№╡⁸∕─√╘⌐│ ─ ≤─

⅜ ≢∆⁹ ⁸ ─ ⌐ ™⁸ ─ ⅜ ∆╢

╩ ⅝ ─ ─√╘⌐⁸ ≢ ∆╢↓≤⅜ ≤⌂╡╕⇔√⅜⁸

╩ ╗ ⅝ │⁸ ┼ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹

∕↓≢ │⁸ ⅝ ─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⁸ ⅝ ╩ ∆
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╢ ─ ⌂ ╛⁸ ⅝ ─ ה ─ ─ ⁸

⌂ ╩ ≤∆╢●▬♪ꜝ▬fi╩ ה ⇔≡™╕∆⁹ 

↓─●▬♪ꜝ▬fi≢│⁸ ⌐ ≠™√⁸ ≢─ ─ ╛⁸

─ ⌐╟╢ ╩ ╗ ⅝ ─ ┼─

⌐≈™≡ ↕╣≡™╕∆⁹ 

 

⑬空家等の増加抑制策、利活用施策に対する支援等 

╛ ⁸ ≡ ─ ─ ⌐ ⅜ ⌂ │ ╙ ∆╢

╖≢∆⅜⁸ ─♩♇ⱨ♥▫Ⱡכ☿ ≢№╢ ⌐≈™≡│ ⌂ ⅜

╘⌂™ ⌐№╡╕∆⁹ ≢⁸ ─ ⅝ ה ⅝ │ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸

∕╣╠╩ ⇔√ ♩♇ⱨ♥▫Ⱡכ☿⌂√ ⅜ ╕∫≡™╕∆⁹ 

╕√⁸ ⌐ ∆╢ ≤⇔≡ ─ ∆╢ ≡ ╩ ≡

┼ ∆╢↓≤╩ ⇔⁸ ≡ ⌐ ™ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸

─ ⌐ ⇔√ ┼─ ╖ ⅎ ╩ ∆╢⁸ ─ ╖ ⅎ

⌂≥⅜ ↕╣≡™╕∆⁹ 

 

⑭民法改正にともなう不動産取引への影響 

⁸ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ↕╣√↓≤⌐╟∫

≡⁸ ≢ ↕╣≡⅝√ ─ ⅜ ↕╣⁸ ⌐ ─ ┘

⅜ ┬ │ ↄ⌂╡╕⇔√⁹ 

─ ⌐ ∆╢ ⌂Ɫכ♪ꜟ│ ⅜╢ ⁸ ⌐≤∫≡│╟╡⁸

⌐ ─ ╛ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 

│ ⌐ ∆╢↓≤ ⌐⁸▬fi☻Ɑ◒◦ꜛfi ⌐╟╢ ─

⌐╟∫≡ ⅝ ⇔╕≢⌐ ↕╣√ ╩ ⇔√╡⁸ ⌐ ∆╢

⌂≥⁸ ⁸ ⅜ ⇔≡ ⅜≢⅝╢ ╖╩ ∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

  



13 

 

３ 住宅・土地統計調査 

⅜ ⅔⅝⌐ ⇔≡™╢₈ ה ₉⌐╟╢≤⁸ 30

─ ≢│⁸ ─ │ 131,360 ⁸℮∟ ⅝ ⅜ ╘╢ ⅝

│ 11.4 ≤⌂∫≡⅔╡⁸ ≤ ⇔≡ ⅝ │ ⇔≡™╕∆⁹ 

 

図表９：「住宅・土地統計調査」における本市の住宅総数・空き家率等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省統計局「住宅・土地統計調査」より 

 

図表 10：「住宅・土地統計調査」における全国、東京都、本市の空き家率の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省統計局「住宅・土地統計調査」より 

 

√∞⇔⁸₈ ה ₉⌐⅔↑╢ ⅝ ⌐│⁸ ⌂ ⅜⌂↕╣≡™╢╙─

╙ ╕╣≡™╕∆⁹ Ɑכ☺─ 11│⁸₈ ה ₉⌐⅔↑╢ ⅝ ─

╩ ⇔√ ≢∆⅜⁸ ─ ⅝ ─ ⁸71.7 │Γ ─ Δ≢№╡⁸ ⌐

│ ⌐╟╡ ⌂ ⅜⌂↕╣≡™╕∆⁹₈ ה ₉⌐⅔↑╢ ⅝

12.2%

13.1%
13.5% 13.6%

10.8%
11.1%

11.1% 10.6%9.0% 11.0%

12.0%
11.4%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

H15 H20 H25 H30

87,280 96,540 106,750 120,450 129,130 131,360

110.6% 110.6% 112.8% 107.2% 101.7%

11,290 10,010 10,220 13,460 16,320 16,000

8,750 9,640 13,190 15,460 15,030

110.2% 136.8% 117.2% 97.2%

9.1% 9.0% 11.0% 12.0% 11.4%
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─℮∟⁸ ⇔√ ⅝ ≤⌂╢ ⅜ ↄ⁸ ─ ─ ╩ ╢√╘⌐ ∆

╢↓≤⅜ ⌂ ─ ⅝ │⁸Γ∕─ ─ Δ⌐ ↕╣≡™╢≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

─ ─℮∟⁸Γ∕─ ─ Δ─ ╘╢ │ 2.5 ≢№╡⁸

≤ ⇔≡ ⌐№╢↓≤⅛╠⁸Γ∕─ ─ Δ⌐≈™≡╙⁸ ⇔√ ⅝

≤⌂╢ ⌐⁸ ┼─ ⁸ ─ ┼─ ⁸ ╩ ∆╢

⁸ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ⅝ │⁸ ⌐№╡╕∆⅜⁸ ⌂ ⅜⌂↕╣≡™⌂™ ⅝ ─

╩ ←√╘⁸ ≢─ ╩ ∂√ ⅝ ─ ⁸ ≢─ ⅝ ─ ╙

∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

図表 11：「住宅・土地統計調査」における本市の空き家の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省統計局「住宅・土地統計調査」より 

  

図表 12：「住宅・土地統計調査」における全国、東京都、本市のその他の住宅の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省統計局「住宅・土地統計調査」より 

 

 

3.9%

4.7%
5.3% 5.6%

2.3%

2.8%

2.1%

2.3%1.8%

3.7%

1.2%

2.5%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

H15 H20 H25 H30

8,750 9,640 13,190 15,460 15,030

340 680 170 120

3.5% 5.2% 1.1% 0.8%

7,000 7,170 13,010 10,780

72.6% 54.4% 84.2% 71.7%

330 860 670 860

3.4% 6.5% 4.3% 5.7%

1,970 4,490 1,600 3,280

20.4% 34.0% 10.3% 21.8%

β 12─ ה │⁸ ≢│⌂ↄ⁸ ─ ─╙≤ ⇔√ ╩ ≤⇔√ ≢№╢√╘⁸ ⅝ │

≢∆⁹╕√⁸ ⅝ │ ─ ≢ ⇔≡™╢√╘⁸ ≤ ─ │ ∏⇔╙ ⇔╕∑╪⁹ 

β ─ │⁸ ─ ⅛╠ ⇔≡™╕∆⁹ 
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４ 市で把握している荒廃した空き家 

─ ₈  ₉ 26Ɑכ☺ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐╟╡⁸ ≢│ ⇔√

⅝ ─ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ ⅜ ⇔≡™╢ ⇔√ ⅝ ⌐≈™≡│⁸ ⌐

─ ⁸ ה ╩ ∫≡⅔╡⁸ 23 ⅛╠ ╕≢⌐ ↕╣√

⇔√ ⅝ ─℮∟⁸ │ ─ ⌐╟╡ ה ╖≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

⌂⅔⁸↓↓⌐™℮ ה ≤│⁸ ╛ ─
∑╪

⌐╟╡⁸ ⅝ ⅜ ↕╣╢

↓≤╩™™╕∆⁹ 

 

図表 13：本市が把握している荒廃した空き家の所在 

〈令和３年３月末現在〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）環境政策課資料より 

  

  Ќ Ы Ўдϳ
10 6 4

ЬЗЬ Ўдϳ
8 7 1

ϯЂПЎдϳ
12 8 4

Шр ЫЎ
6 3 3

ЯЬЅϹϷϸ
16 13 3

ϸЌ ЫЎ
3 3 0

ЄжϱЕЍϱ
19 14 5

ЬбИЄЎдϳ
0 0 0

ϷЄЌГЎдϳ
8 6 2

ЀЕУϺЎдϳ
1 1 0

ЀбЗϻЎдϳ
14 13 1

ИАЀϳЎдϳ
0 0 0

мϸЫБЎдϳ
10 5 5

МиЬЎдϳ
10 8 2

ЈрϿрЎдϳ
11 4 7

Ђϸϵ Ўдϳ
22 16 6

ГрЅрЎдϳ
19 16 3

Э ЂЄ Ѝϱ
15 11 4

Єр ЫЎ
30 20 10

ϺЌбЫЎдϳ
25 19 6

ЂϱмϱЎдϳ
8 8 0

ИЄМжЎдϳ
18 12 6

ТЎвϳЎдϳ
4 2 2

ЕϳЄНЎдϳ
0 0 0

ЬЖз Ўдϳ
3 2 1

ЬеЄЎдϳ
8 6 2

Ьб ЫЎ
2 1 1

УНϱЎдϳ
8 6 2

МЎЫрЎдϳ
8 4 4

ІЬеЄЎдϳ
15 11 4

ЄЬЇ Ϸϸ
13 8 5

еБ  б
35 27 8

ПеЄЎдϳ
0 0 0

ИАЄрЎдϳ
5 4 1

Ѐй ЫЂ
34 29 5

ШрЄвϼЎдϳ
12 9 3

бЃϺЎдϳ
1 1 0

ИЄТЎдϳ
9 9 0

422 312 110
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⌐ ∆╢ ⇔√ ⅝ ⌐≈™≡│⁸ ⅜ ╩ ⇔⁸∕─ ╩

⇔≡ ─ ⌐ ∂√ꜝfi◒ ↑ 14 ╩ ∫≡⅔╡⁸ ⅜ꜝfi◒

─ ⌂≥│⌂™⅜⁸ ⅜ ⅝ ™≡⅔╠∏ ╛ ─ ⅜№╢╙─ ⌐ ↕╣

≡™╕∆⁹ 

図表 14：荒廃した空き家のランク別件数 

〈令和３年３月末現在〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （出典）環境政策課資料より 

↓─╟℮⌐⁸ ⇔√ ⅝ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐╟╡ ה ╩ ╡⁸

⇔√ ⅝ ─ │ ה ╖≢⁸ ⌐ ↕╣√ ⅝ │ ≤⌂╡

╕⇔√⁹⇔⅛⇔⁸ ⅝ ─ ⌐ ™⁸ ⇔√ ⅝ ⌐ ∆╢ ╙ ⌐

№╡╕∆⁹ ⅜ ↕╣√ 27 │ ⅜ ⅎ≡⅔╡⁸ 28

╩Ⱨכ◒⌐ 29 ⌐│ ⌐ ∂╕⇔√⅜⁸ ─ ⇔√ ⅝ │

⇔≡™╕∆⁹ 

図表 15：未解決の荒廃した空き家の増減推移（各年度末時点） 

〈各年度末現在〉 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）環境政策課資料より 

 

 

A 4 1 3

B 29 23 6

C 18 11 7

D 62 47 15

E 309 230 79

422 312 110

H23
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

- 16 14 8 39 80 37 54 26 49

- 36 16 9 22 55 59 48 24 45

- 17 25 6 2 4

- 80.2% 97.5% 98.7% 121.8% 126.3% 81.7% 106.1% 101.9% 103.8%

101 81 79 78 120 98 104 10695 110
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５ 第１次計画の取り組み 

≢│⁸ 30 ⌐ ⇔√ ⌐ →╢ ┘ ⌐╟

╡⁸ ⌐ ╡ ╪≢⅝╕⇔√⁹ 

│⁸ ⌐ ≠ↄ ─ ה ⁸ ─ ⁸ ה

─ ╩ ∂⁸ ─ ╩ ╘√⁸ ⇔≡™╢ ⅝ ─ ─

≤⁸ ⅝ ╩ ⇔≡⅝╕⇔√⁹ 

╕≢─ ─ ⌐ ╢ │ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

 

図表 16：府中市の空き家対策に係る沿革 

年月 内容 

平成 23年９月 荒廃している空き家の全戸調査            （26ページ） 

平成 26年６月 
空き地・空き家問題に係る庁内検討会 開始 

（現 空き地・空き家対策庁内検討委員会）           （28ページ） 

（平成 27年５月） （空家等対策の推進に関する特別措置法 全面施行） 

平成 28年４月 附属機関「府中市空家等対策協議会」 設置           （28ページ） 

平成 28年 12月 空き地・空き家対策庁内検討委員会設置要領 施行 

平成 29年９月 
公益社団法人府中市シルバー人材センターとの「空家等の適正な管理の

推進に関する協定」締結                             （35ページ） 

平成 30年１月 府中市空家等対策計画 策定 

平成 30年１月 府中市「特定空家等」の判断基準 策定 

令和元年６月 府中市空家等対策協議会検討部会による特定空家等候補の現地確認 

令和元年 10月 府中市長へ特定空家等の認定に係る協議の審議結果を答申 

令和元年 11月 特定空家等 ９件認定 

令和２年４月 空き家利活用等相談事業の開始 

令和２年 12月 相続人全員が相続放棄した特定空家等について相続財産管理人選任申立 

 

 

６ 市内における空き家の現状と第１次計画での課題 

（１） 空き家の増加 

─ ⅝ │⁸ ⅛╠ ∆╢≤⁸ ─ ⅝ │ ⇔≡™╢╙─

─⁸ ⅝ ⌐ ╘╢⁸₈ ₉⁸₈ ─ ₉⁸₈ ─ ₉╩ ™√⁸₈
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ẇ ךּ קּ ẇ 

ḱ ṡ Ṣ ︣ קּ ḭṡ Ṣ ṡ

Ṣ צּ ךּ ךּ כֿ ךּךּ ︣Ḯ 

─⌂™ ⅝ ₉─ │ ⇔≡™╕∆⁹ 

╕√⁸ ⁸ │ 12 ╩Ⱨכ◒⌐ ⌐ ∂╢ ⇔≤⌂∫≡⅔╡⁸

⌐ ⅝ ⅜ ⌐ ∆╢ ╙№╡╕∆⁹ 

⅝ ─ ╩ ∆╢√╘⌐│⁸ ⅝ ⅜ ⌐ ≢ ↕╣╢↓≤⅜ ≢№╡⁸

⅝ ⅛╠─ ⌐ ∂╢ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⅝ ─ ╙ ╦∑≡

∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

（２） 荒廃した空き家の管理 

╟╡ ⇔√ ⇔√ ⅝ ⌐≈™≡│⁸∕─ │ ה

╖≤⌂╡╕∆⅜⁸ ─ ⇔√ ⅝ ╙ ⇔≡™╕∆⁹ ⌐ ─ ⁸

╩ ∫≡™╢╙──⁸ │⅔⅔╗⌡ ┌™≢№╡⁸ ⌂ ⌐│ ∫≡™╕

∑╪⁹ 

⌐⁸ ⅜ ⅝ ™≡⅔╠∏ ╛ ─ ⅜№╢ ⅝ ⅜ ↄ ↕╣≡⅔╡⁸

─ ה ⌂ ╩ ∆╢√╘⌐⁸ ⌐ ─ ╩ ∆╢ ⅜

№╡╕∆⁹∕⇔≡⁸↓─╟℮⌂ ⇔√ ⅝ ⅜ √⌐ ∆╢↓≤╩ ∆╢√╘─

╙ ≤⌂╡╕∆⁹ 

  



19 

 

７ 空き家対策を進める上での主な課題 

（１） 現状把握の必要性 

①所在把握の必要性 

⅝ ╩ ╘≡™ↄ⌐ √∫≡│⁸╕∏⁸ ⅜ ≤∆╢ ⅝ ╩ ⇔⁸

─☻כⱬ♃כ♦ ╩ ╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

∕─√╘⁸ ≢│ ה ⅛╠─ ⅝ ⌐ ∆╢ ╛ ╩╙≤⌐⁸

⅝ ─ ╛ ⌐≈™≡─ ╩ ∆╢↓≤⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

②所有者等の把握の必要性 

⅝ ─ │⁸ ⌐│⁸ ⌐ ⅜№╢↓≤⅛╠⁸ ⅝ ╩

╘≡™ↄ ≢│⁸ ─ ⅜ ≢∆⁹∕─√╘⁸ ⌐╟╡ ≤⌂∫

√⁸ ─ ─ ⁸∕─╒⅛ ⁸ ⁸ ─

⁸ ה ┼─ ⅝ ╡ ⁸ ⌐ ∂≡ ∆╢ ⁸

ה ─☻●ה ─ ╛ ─ ⁸ ה

─ ─ ─ ⁸∕─ ─ ∆╢ ⌐⅔™≡ ⇔≡

™╢ ─ ⁸ ┼─ ─ ─ ─ ⁸ ™

─ ╩⁸↓╣╠─ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ ╩ ⌐≥↔☻כ◔≡⇔ ∆

╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

√∞⁸ ⌐ ↄ─ ⅝ ⅜ ╩ ⌐ ⇔≡™╢≤ ⅎ╠╣╢↓≤⅛╠⁸

─ ≤ ─ ⅜ ⅜☻כ◔™⌂™≡⇔ ↄ№╢≤ ⅎ╠╣╕

∆⁹ 

⇔√⅜∫≡⁸ ⅝ ─ ⌐ √∫≡⁸ ⌂ ⅜ ⌂ ⌐≈™≡│

⁸ ⁸ ╙ ∆╢↓≤≢ ⅝ ─ ╙ ⇔

≡™ↄ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

③管理状況把握の必要性 

⌐⅔™≡⁸ 23 ⁸422 ─ ⇔√ ⅝ ╩ ⇔≡⅔╡⁸℮∟ 110 

│ ╙ ה ⌐│ ∫≡™╕∑╪⁹ 

⅝ ─ ⌂ ─√╘⌐│⁸ ─ ⌐ ⅎ⁸ ⅜ ⌐ ╦╣

≡™⌂™ ⅝ ─ ─ ╩ ⅝ ⅝ ℮↓≤⅜ ≢∆⁹ 

 

④所有者等の意識・意向把握の必要性 

⅜ ⌐ ⅝ ⅛≥℮⅛│ ⅛╠∞↑≢│ ⅛╠∏⁸ ┼─

⅜ ≢∆⁹ 
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╕√⁸ ⅜ ⁸ ⌐ ⇔≡™╢⁸ ─ ⅜ ╦╣≡™⌂™⁸

≤ ─ ⅜ ⌂╢ ─ │⁸ ─ ⅜ ⌐⌂╡╛∆

ↄ⁸ ⅝ ╩ ╘≡™ↄ√╘⌐│⁸ ─ ⌂ ╩ ╘⁸ ⅝ ⌐

∆╢ ╛ ה ─ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

⑤住宅の状態・空き家の種類に応じた対策の必要性 

ᵑ ⌐ ⁸ᵒ ⅝ ⁸ᵓ ⇔√ ⅝ ╕≢─ ─ ⌐╟╡⁸

⅜ ⅎ╢ ╖│ ⌐╦√╡╕∆⁹ 

∕↓≢⁸ ─ ⌐ ∂≡⁸₈ ⅝ ─ ₉⁸₈ ⅝ ─ ₉⁸₈ ─ ⅝

─ ⁸ ⇔√ ⅝ ─ ₉⁸₈ ⇔√ ⅝ ─ ₉⁸₈ ⇔√ ⅝

─ ₉ ╩ ≤⇔√ ⌂ ╩ ∏╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

╕√⁸ ⅝ ─ ⌐╟∫≡╙ ⌐⁸ ⌐╟╢ ─ ╛ ─

⌐ ↑√ ⌂ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

（２） 所有者等への啓発の必要性 

①所有者等のリスク認識不足 

⅝ ─ │⁸ ⌐ ⇔≡™╢⌂≥⁸ ⅜ ⅝ ─ ╛

∆╢↓≤⌐╟╢ꜞ☻◒⌂≥╩ ╙☻כ◔™⌂™≡⇔ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

↓─╟℮⌂ ─√╘⌐⁸ ⌐ ∆╢ ╛ ⅝ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╢

ꜞ☻◒⌂≥╩ ⇔≡™ↄ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

②適正管理に関する情報・知識不足 

⅝ ─ ⌐≈™≡⁸ ≢ ה ┼ ה

┼ ⌂≥ ⌐≈™≡─ ה ⅜  ⁹∆╕╡№╙☻כ◔╢™≡⇔

↓─╟℮⌂ ⌐ ↑≡⁸ ⌐≈™≡ ╩ ℮↓≤⅜ ≢№╡⁸

─ ╛ ─ ⅜ ≤⌂∫≡⅝╕∆⁹ 

（３） 空き家化の予防の必要性 

①相続を契機とした空き家の増加 

⅝ ─ ─ ≈≤⇔≡⁸ ╩ ≤⇔√ ⅜ ⅎ╠╣╕∆⁹ ╩

⇔√⅜ ⅜⌂™ ╛⁸ ⅜ ≤⌂∫≡⅔╡⁸ ─ ⅜

≢№╢⌂≥⁸ ╩ ≤⇔≡ ⅝ ⅜ ⅜☻כ◔╢∆ ™≤ ↕╣≡™╢

√╘⁸ ⌐ ⅝ ⇔⌂™ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 
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②高齢化に伴う空き家の増加・荒廃した空き家化 

─ ⅜ ⌐№╢ ⁸ ⁸ ה ─ ⌐ ∆╢ ⅝

─ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ⌐ ∫≡ ⌂ ⅛╠ ⅜ ∆╢↓≤╙

↕╣≡⅔╡⁸ ⅜ ™ ⌐≈™≡│ ⌂ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

③建築物活用場面の創出 

─ ⇔√ ⅝ ⌐│⁸ ⌂ ╛ ⇔√ ╛ ─ ⌐╟╡

∟⌐ ⌂ ─╙─⅜ ↄ№╡╕∆⁹↓─╟℮⌂ ⅝ ⌐≈™≡│⁸

≢ ⅜ ╠╣⁸ ⅜ ╗╙─≤ ⅎ≡™╕∆⁹ ⅝ ⅜ ⌐

⌐ ∆╢↓≤│⁸ ⅝ ─ ≤⌂╢∞↑≢⌂ↄ⁸ ─ ה ⌐

≈⌂⅜╢↓≤⅛╠⁸ ⌂ ─ ⌐ ↑√ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹ 

（４） 適正管理を促進する環境整備の必要性 

①相談窓口の設置の必要性 

⅝ ─ ─ ⌐│⁸ ∆╢ ⅜№╢─⌐ ⅜ ╛☻כ◔™⌂╠⅛

⅜ ⁸≤⌂☻כ◔™⌂╠⅛ ⌐ ∆╢ ╛ ⅜ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸

⅝ ╩ ≥╢№╙☻כ◔╢™≡⇔ ⅎ╠╣╢√╘⁸ ─ ╛⁸ ≤─

⌂ ⌐╟╢ ה ╩ ⅝ ⅝ ℮ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

②専門家団体との連携 

⌐╟╢ ⌐ √∫≡│⁸ ה ה ─ ─

⅜ ≢∆⁹ ⅝ ╩ ∆╢√╘⌐⁸ ⅛╠─ ╩ ≡⁸

⅛╠─ ╛ ╩ ╕ⅎ⁸ ╩╟╡ ╘╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

 

③税制上の問題 

─ ⌐ ─ ה ─ ╖⅜⌂™ ⅝ ≢│⁸ ╩ ⇔√

⁸ ⌐ ∆╢ ─ ─ ⅛╠ ↕╣⁸ ─ ⅜

⅜╢↓≤⅜⁸ ╩ ↕∑╢ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

（５） 特定空家等に対する措置の必要性 

─ ⌐╟∫≡⁸ ⌐ ∆╢ ╙ ╘√ ⅜ ⌐⌂╡╕

⇔√⁹ ⌐⅔™≡╙⁸ ≢110 ─ ⇔√ ⅝ ⅜ ↕╣≡™╢√╘⁸

⌐ ≠ↄ ╩ ⇔≡ ה ╩ ∫≡™⅝╕∆⁹√∞⇔⁸ ─ ⌐ √
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∫≡│⁸ ⌐ ∆╢ ─ ≤⌂╠⌂™╟℮⌐⁸ ╩ ⇔⁸

⌐╟╢ ⌂≥╩ ≡ ⌐ ℮ ⅜№╡╕∆⁹ 
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第３章 空き家対策の基本方針 
 

１ 基本的な考え方及び市の役割 

（１） 基本的な考え方 

│⁸ ─ ≢№╢↓≤⅛╠⁸ ⅜ ╠─ ⌐╟╡ ⌐ ∆╢

↓≤⅜ ≤⌂╡⁸ ⌐⅔™≡₈ ─ │ │⁸ ─

⌐ ╩ ╓↕⌂™╟℮⁸ ─ ⌂ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢₉≤ ↕

╣⁸╕√⁸ ⌐⅔™≡╙₈ ─ │ │⁸ ⌐≈™≡─

⌐─∫≤╡⁸ ┘ ┘⌐ ╩ ℮ ╩ ∆╢₉ ⅜ ↕╣

≡™╕∆⁹ 

⇔⅛⇔⁸ ⅜ ╛ ⁸ ₁⌂ ╩⅝∫⅛↑⌐ ╩ ⌐ ℮

↓≤⅜≢⅝⌂™ ⁸ ⅝ ⌐ ∆╢ ⅜ ⇔⁸ ─ ┼ ╩ ⅎ╢

↓≤⅜ ↕╣╕∆⁹ 

∕─╟℮⌂ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌂ ╩ ⌐⇔⌂⅜╠╙⁸

⅜ ⅎ╢ ─ ⌐ ↑⁸ ⅜ ╛ ≤ ⇔≡⁸ ⅝ ─ ╛∕─

┼─ ╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ∂√ ╩ ⇔√℮ⅎ≢⁸ ⌂

╩ ╡╕∆⁹ 

 

（２） 市の役割 

│⁸ ⌐ ↕╣≡™╢╟℮⌐⁸ ╩ ⇔⁸↓╣⌐ ≠

ↄ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢↓≤⁸╕√⁸ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ⌐ ∏

╢╟℮ ╘╢↓≤⅜ ╘╠╣╕∆⁹ 

⅝ ╩ ╡ ↄ │ ≢ ⌐╦√∫≡⅔╡⁸ ⌂ ╡⅜ ⌐

⌂╢√╘⁸ ≢│⁸ ─ ─ ⁸ ⌐ ∆╢ ─ ┘

─ ⌐╟╡⁸ ⅝ ─√╘─ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ⅜╙√╠∆ │⁸ ∞↑≢⌂ↄ⁸ ─ ⌐╙ ╩ ⅎ╢

⅜№╡⁸ ≢↓─ ⌐ ╡ ╗ ⅜№╡╕∆⁹ 

↓─√╘⁸ ≢│⁸ ╛ ⁸ ╛ ┼─ ⅝⅛↑╩  

™⁸ ⅜ ⌐ ⇔≡ ╩ ╘╠╣╢╟℮⁸ ⌂ ≤⇔≡ ╩ 

™╕∆⁹ 

↓╣╠╩ ╕ⅎ√ ≢⁸ ≢│ ╩ ⇔⁸ ⅝ ┘ ≢ ⇔≡ ╠

∑╢╕∟≠ↄ╡╩ ⅛≈ ⌐ ⇔≡™⅝╕∆⁹ 
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２ 基本目標と施策体系 

（１） 基本目標 

≢│⁸ ⅜ ∆ ⅝ ─№╢═⅝ ≤⇔≡₈ ה ⌂

₉⁸₈ ╛ ⌐╟╢ ₉⁸₈ ה ה ─ ⌐╟╢

₉─ ≈─ ╩ →⁸ ⌂ ⅝ ╩ ∆╢↓≤≤⇔╕∆⁹ 

 

図表 17：基本目標 

 

 

 

∕ǞǦ ǔὤǵ ș˔ ǠȒǯǯȉǲƲ ǲἭ᷀ǞǭǋȒ ∕ǞǦ

ǔὤǵ ș͝ǠǚǯǮƲ⁸ ǵὄЋɵὄⱲǱ ṑș ͪǠȒ

ὑ ὤ ș ǜǢǱǋƳƳ 

 

 

 

 

Ƽ Ƕ ȋ ǵ ҵƽǮǉȒǚǯșѼ ǯǠȒ ǏǵʤƲ

ǶЏ ʣⱳ Ǳ֝ ș ўǲὕ ǠȒƳȅǦƲƼҞ ɵ ᾚƽ֗ǺƼ

̝ Ǳᵂ ǵ ȅȑƽǲȏȑƲ ȋ Ǔ ̑ș Ǫǭ ș

Ǎ ș ǠȒƳ 

 

 

 

ǔὤǵ ȋ ᾚ ǲǑǋǭƲ Ǔ᷂Ḣȋ ͜ᶧ̱ǯ

ǞƲӲϐǮᵂ ǲ֝ȑ ȚǮǋǖƳĝ⁸ḹ Ğș ǔὤᵂ ǵ ҧǱ

ǯ ǏƲ ͜ᶧ̱ǯǵ ș ȈȒ Ƽᾱ̮ ǵǱǋ ǔὤƽǵҊ

ֻș ȐǠƳƳ 

 

  

ể ḱ  

ễ ḱ ḱ ṕ Ṗ 

Ễ  
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（２） 施策体系 

≢│⁸ →√ ≈─ ╩ ↕∑╢√╘⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ≤

⌂ ╩ ™╕∆⁹ 

 

図表 18：施策体系 

 

 

 

  

対策にかかる取組 
 

 

基本目標 
実現のための対策 

 

基本目標 

１ 

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境 

  

 

Ƞ ǿǵ ᵃ  

Ȣ ὄⱲǞǭ̮Ȇ ǘȒǚǯǓǮǔȒ ṑǵ  

Ȥ ɵ ̱Ѱǵ ρ 

Ȧ ǲ ᶦǠȒ ǔὤӓǵ˔  

３ 

行
政
・
地
域
・
関
係
団
体
の 

連
携 

 

（
協
働
に
よ
る
問
題
解
決
） 

④ 空き家の流通促進 

（中古住宅としての市場流通） 
Ƞ ᾐ ὤᶧ̱ǯǵӲὑǲḨǬǖ ̱Ѱǵ ρ 

③ 荒廃した空き家の解消、 

荒廃した空き家化の 

再発防止 

（所有者等への啓発） 

Ƞ ὤ ǵ ǵ ̓ 

Ȣ ⁸ǵəɶɞɘɶȶ ș ǞǦᵃ  

Ȥ ȵɩɎɶ˲ ȹɱȽɶǯǵӲὑǲḨǬǖ ǔὤǵ 

ɵ ᵎ 

Ȧ ὤ ᾍ Ӳ ̝Ỗᴣǿǵ ɵ  

② 長期間の放置、 

荒廃した空き家化の防止 

（空家法に基づく措置の検討） 

Ƞ Ƽ ˬ ǲǑǘȒ ǔὤǵ ҧ Ʋ ǵ 

ǲ ǠȒӲὑ ƽǲḨǬǖ ̱Ѱǵ ρ 

Ȣ ͜ ǯ ǞǦ Ʋ ᾍ  

Ȥ ⅍КǮ ǞǦ ǵ  

Ȧ ὤ ǵ ὤ ᾍ Ӳ ̝ǵ ᵣ  

Ȩ ˲Ѱ↓ǵ  

 

２ 

所
有
者
や
管
理
者
に
よ
る 

適
正
管
理 
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第４章 空き家に対する施策 

 

１ 調査 

≢│⁸₈ ⇔√ ⅝ ₉─ ה ╩ ∆╢√╘⁸ ─╟℮⌂ ╩

⇔⁸∕─ ╙ ─ ─ ┘ ─ ╩ ⌡╢↓≤⌐╟╡⁸ ₁ ─

╩ ∫≡™╕∆⁹ 

 

図表 19：本市独自調査の概要 

 23  

 

─ ╩ ⇔≡ ∫√ ╩╙≤

⌐⁸∕─ ─ ה ⌐╟╢ ⌐╟╡⁸ ─

╩ ⌐  

  

 
⅝  

₈ ⇔√ ⅝ ₉ 

⌂⅔⁸₈ ⇔√ ⅝ ₉≤│⁸ ⅜ ╪≢™⌂™ ⱳ☻♩

╛ ⱷכ♃⌂≥╩ ⅛╠ ≢⁸ ╛ ⅜│⅜╣≡™√

╡⁸ ╛ ⁸▪fi♥♫⌂≥─ ╛⁸ ╛ ⅜ ⇔≡™

╢⌂≥⁸ ╣⅜↕╣≡™⌂™ ╩™℮⁹ 
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２ 実施体制 

図表 20：空き家対策の実施体制に関するイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相続人の不在（遠地居住など）    ●所有者の心理的要因 

●相続に伴う権利関係の複雑化     ●建築基準法の接道規制など土地利用 

●住宅用地に係る固定資産税等の軽減措置   規制の影響 

●定住人口の減少       ●新築住宅の供給過剰 

 

︡ לּ Ṅ  

●マニュアルに基づき、相談情報の管理を行う。 

●適宜指導及び関係課への情報提供 

●案件の特性に応じて対応を検討する。 

 

 

●空き家の利活用相談  

●隣地の空家等が管理されておら 

 ず困っている。 

●所有している空家等の処理 

について、どうしたらよいか 

分からず困っている。 

 

︣  

●空き家情報を庁内で共有する。 

●庁内の連携が必要な個別案件に 

ついて協議を行う。 

●庁内で検討が必要な案件につい 

て協議を行う。 

קּ Ӹ קּ  
 

ṕ Ḳ Ṗ 

設置根拠：「府中市空き地・空き家対策庁内検討委員会設置要領」 

 

●「空家等対策計画」の策定及び実施に関す

る協議を行う。 

●「特定空家等」の認定に係る協議を行う。 

●「特定空家等」に対する措置の方針などに

関する協議を行う。 

 

ṕ Ḳ Ṗ 

設置根拠：「府中市空家等対策協議会条例」 
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図表 21：府中市空家等対策協議会の役割に関するイメージ図 

 

 

図表 22：府中市空き地･空き家対策庁内検討委員会の役割 

 

  課名 業務内容 

1 政策課 庁内連携 

2 防災危機管理課 防火対策 

3 地域コミュニティ課 地域連携 

4 資産税課 固定資産税の課税情報 

5 環境政策課 相談窓口、雑草・害虫対策等 

6 地域安全対策課 防犯対策 

7 ごみ減量推進課 不法投棄指導 

8 地域福祉推進課 民生委員との連携・権利擁護 

9 高齢者支援課 包括支援対策 

10 道路課 法定外公共物の管理 

11 計画課 都市計画 

12 建築指導課 倒壊危険建築物対策 

13 住宅課 空き家利活用促進 

 

Ӹ
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３ 方向性ごとの施策 

─ ≤ ⅝ ─ ⅛╠⁸ │ ⅝ ╙⇔ↄ│ ⅝ ≤⌂╢ ─№╢

⅜ ⇔≡™ↄ╙─≤ ↕╣╕∆⁹ ⅝ ⌐ ╢ ⌐│ ─ ╛

⁸ ⌂ ⌂≥ ₁⌂ ⅜№╡⁸ ─ ⌂ ─√╘⌐│⁸ ⌂

≤⌂╢ ⅛╠ ⌂ ⅜⌂↕╣╢↓≤│╙≤╟╡⁸ ≤⌂∫√№≤╙

₁─ ⌐ ∂√ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

≢│⁸ →√ ≈─ ╩ ╕ⅎ⁸∕╣∙╣⅜ ∆ ╩ ─ ╩╙≤⌐

╘≡™⅝╕∆⁹ 

（１） 基本目標実現のための対策                  

 

 
 

①空き家化の予防（所有者等への啓発） 

ア 所有者等への意識啓発 

⅝ ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢ ≢⁸ ⅝ ─ ╛ ⌂ ⌐ ∆╢ ─

╩ ╘╢↓≤⅜ ≢∆⁹∕─√╘⁸ ⅜ ⌐ ↑≡ ╡ ╗═⅝ ⅝ ─

⌐≈™≡⁸ⱱכⱶⱭכꜞ╛☺כⱨ꜠♇♩⁸ ╩ ™≡ ─ ╩

╘⁸ ⅝ ─ ⌐≈⌂→≡™⅝╕∆⁹ 

 
 
 
 
 
 

イ 安心して住み続けることができる環境の構築 

⅝ ╩ ∆╢√╘⌐│⁸ ⅜ ∆╢ ⌐ ⌐╦√╡ ╖ ↑╢⁸

│ ⅜ ₁⌂ ≢ ⇔√ ⌐⅔™≡ ─ ⅜ ⇔≡ ╖ →╢

≠ↄ╡⅜ ≢∆⁹ ─ ╛ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⅜ ⇔≡ ╖ ↑

╢↓≤⅜≢⅝╢ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

♦ホームページ、リーフレット、広報誌等 

を用いた所有者等への意識啓発 

本市の 

取組 

ể ḱ  
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ウ 相談・連携体制の整備 

─ ╛ ⁸ ⁸ ⅝ ╩ ↕∑╢ │ ⌐╦√╡╕∆

⅜⁸ ⌐≤∫≡─ ⅝⌂ │⁸ ⌐ ∆╢ ╖─ ╩ ╗₈ ─

₉≢№╢≤ ⅎ╠╣╕∆⁹∕↓≢⁸ ≤─ ⌐╟╡ ⅛╠

₁⌂ ╖╩⅔ ∑™√∞ↄ ─ ╩ ⇔⁸ ⇔╛∆™ ╩ ∆╢

≤≤╙⌐⁸ ╛ ≤─ ╩ ⌐ ╢↓≤≢⁸ ⅝

─ ─╖⌂╠∏⁸ ⌐ ─ ╙ ⌐⇔√ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ⌐≈™≡│ ™ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⁸

≤─ ╩ ⇔⁸ ה ╩꞉fi☻♩♇ⱪ≢ ℮↓≤⅜≢⅝╢ ─ ╩

⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 相続に起因する空き家化の予防 

⅝ ─ ⅝⌂ ≤⇔≡⁸ ─ ─ ⁸ ⌂ ─ ⌂

≥⅜ →╠╣╕∆⁹∕─√╘⁸ ╛ ≤─

⌐╟╡⁸ ─ ⌐ ∆╢ ┼─ ⅎ ─ ⁸

─ ⌐ ∆╢ ╩ ╡╕∆⁹╕√⁸₈ ╕™─ ₉⌐≈™≡ ≤ ⇔

™⁸ ≢ ⅎ╢ ╩ ∆╢↓≤≢ ⅝ ─ ⌐≈⌂→╢√╘⁸ ≢

┘ ⱱכⱶⱭכ☺ ≢ ⇔≡™╢₈ ⱡ₉♩כ─ ╩ ∂≡⁸

─ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

♦ワンストップ相談窓口の検討等、 

相談しやすい環境の整備 

♦庁内関係部署・空家等対策協議会 

委員との連携、市民相談（専門家 

による法律相談・税務相談・登記 

相談など）による適切な指導や 

助言等、相談体制の充実 

本市の 

取組 

♦市民が安心して住み続けることが 

できる環境の構築の促進 

本市の 

取組 
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ẇ ṇ ẇ 

ṡ שּ︡ קּ Ṣֿכ ḭ נּ

ḭ ḱ ḱ ךּ ︡ שּףּ ṇ ︣Ḯ 

ṇ ṇ ṇ ︣Ḯ 

↕╠⌐⁸ ⌐ ™⁸ ⅝ │ ∞↑≢⌂ↄ⁸ ≤⌂╢

╛ ⌂≥⁸ ↄ─ ⅜ ≤⌂╡ ╢ ≤⌂╢√╘⁸ ╛ ─ ⁸

⌂≥⁸ ⇔≡™╢ ─ ⌐≈™≡ ⅎ╢ ≤⌂╢☿Ⱶ♫⁸╩כ

╩ ≡╢╟℮⌂ ⱴ≢⁸כ♥™ ╛ ≤ ⇔≡ ⇔╕

∆⁹╕√⁸ ╛ ⁸ ⇔≡™╢ ─ ⌂ ╡ ™ ╩ ∆╢↓≤

≢⁸ ⅝ ≤⌂╢ ─ ≢─ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢ ⅝ ─ ╩

╡╕∆⁹ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②長期間の放置、荒廃した空き家化の防止（空家法に基づく措置の検討） 

 

ア 「東京都における空き家の有効活用、適正管理等の推進に関する協定書」に基づ 

く相談体制の整備 

╩ ⇔≡⁸ ⅝ ─ ╩ ⌐ ה ─ ה ╛

⌐ ↑√ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦「東京都における空き家の有効活用、 

適正管理等の推進に関する協定書」 

に基づく相談体制の整備 

本市の 

取組 

♦民生委員・府中市社会福祉協議会との連携を 

通じた高齢の所有者等への啓発 

♦未来ノートを活用した空家等の発生抑制 

♦居住者向けセミナーや相談会の実施 

本市の 

取組 
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イ 関係機関と連携した防火、防犯対策等 

↕╣√ ⅝ ─ │⁸ ⅜ ™ ∫≡ ─ ⅜ ™⁸ ─

⌐ ⅜ ╣╢⁸ ╙ ╪≢⅔╠∏ ⅜ ≤⌂╡ ⌐╟╢ ─ ⅜

™⁸ ─ ─ ≤⌂╢⌂≥⁸ ה ─ ╩ ∂↕∑╕∆⁹∕↓

≢⁸ ─ ≤ ⇔≡⁸ ─ ╡─ ⌐╟╢ ⅝ ─

⁸ ╡ ─ ⁸ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 庁内で連携した所有者等の把握 

⅝ ⅜╙√╠∆ │ ⌐╦√╡⁸∕─ ─ ⅜ ≢№╢ ─

∆═⅝ ╙ ↄ ⇔╕∆⁹∕↓≢⁸ ≤─ ⌐╟╡⁸ ⅝ ⌐ ╢

⁸ ⁸ ⁸ ─ ⌐ ↕╣√

⁸ ⅛╠─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

↕╠⌐⁸ ⌐ ⅝ ─ ╩ ℮↓≤≢⁸ ⅝ ─ ╩ ⇔⁸

╛ ⅛╠─ ╩ ─☻כⱬ♃כ♦√⇔ ⁸ ה ╩ ℮≤≤╙⌐⁸

╩☻כⱬ♃כ♦ ⇔√⁸ ⌐ ⅜ ⌂ ⅝ ─ ─ ⌂ ⌐╟

╡⁸ ─ ┘ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦空き家の所有者等に係る情報 

（氏名・住所等）収集 

♦福祉総合相談を通じた情報収集 

♦住民異動届を伴わない施設入所者の把握 

♦定期的な空き家の実態調査 

♦空き家台帳の更新 

♦データベースの整備 

本市の 

取組 

♦消防署・消防団と連携した防火対策、 

地域や警察署と連携した防犯対策の推進 

♦自治会連合会と連携した情報収集の 

仕組みづくりにおける支援 

♦不法投棄に関する指導、不法投棄防止看板 

設置及び廃棄物処理業者の紹介 

♦市道の管理及び法定外公共物の管理に 

よる樹木越境等の早期把握 

本市の 

取組 
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ẇ ẇ 

צּ ḭ צּ ︡ צּ

לּ ︣Ḯ צּ קּ ṡ

Ṣḭ צּ פּ ךּ קּ ṡ Ṣּצ אל

︣Ḯ 

エ 空家法の運用（空家等対策協議会の運営） 

⅜ ⌂ ⅝ ⌐ ⇔≡│⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ↑

√ ⅝ ─ ┼─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

╕√⁸ ⅛╠─ ⅝ ⌐ ╢ ⌐ ⇔≡│⁸╕∏│ ⌐ ∂≡

─ ⅜ ⇔⁸ ⅜ ⌐╕√⅜╢ ⌐ ⇔≡│⁸ ╛

⅜ ⇔≡ ⅝ ─ ┼─ ה ╩ ™╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 財産管理人制度の活用 

⅝ ─ ─ ⅜ ╠⅛≢⌂™ ⌐│⁸∕─ ⅝ ⌐ ∆╢ ─

╛ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ∆╢↓≤≢⁸ ─ ╛ ⇔√ ⅝

⅜ ∆╢ ≤⌂╡ ╕∆⁹╕√⁸ ↕╣√ ⅝ ⌐≈™≡│⁸

⅜ ≤⌂∫≡™╢↓≤⅜ ↄ⁸↓─ ╩ ∆╢≤⁸ ⇔√ ⅝ ⌐╟╢

┼─ ┼─ ╛ ⅜ ┬ ⅜№╡╕∆⁹↓─╟℮⌂

⌐│⁸ ⌐ ∂≡ ─ ⌐╟╡⁸∕─ ⅜ ≢⅝⌂™⅛

⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦所有者不明による、荒廃した空き家の 

発生を防止する財産管理人制度の活用 

本市の 

取組 

♦庁内関係部署の連携体制を構築し、 

改善に向けた空き家の所有者等への指導の実施 

♦周辺住民からの相談に、本市の窓口や 

庁内関係部署、空家等対策協議会が連携し、 

空き家の所有者等への助言・指導の実施 

本市の 

取組 
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①長期間の放置、荒廃した空き家化の防止（空家法に基づく措置の検討） 

 

【基本目標１ ＞ ②長期間の放置、荒廃した空き家化の防止（空家法に基づく措置の 

検討）】の再掲 

 

②荒廃した空き家の解消、荒廃した空き家化の再発防止 
（所有者等への啓発） 

ア 空家法の権限の行使 

⇔√ ⅝ ─℮∟⁸ ⌐ ⇔≡ ╩ ╓⇔≡™╢╙─⌐≈™≡│⁸

≤ ─ ⌐╟╢ ⌂ ╩ ╕ⅎ⁸₈ ₉≤ ∆╢

⅜№╡╕∆⁹ 

╕√⁸ ⅜ ⇔≡™╢⌂≥⁸ ─ ─ ╩ ╢√╘⌐ ╛⅛⌐

╩ ∏╢ ⅜№╢≤ ╘╠╣╢ │⁸ ⌂ ⅝╩ ≡ ⁸ │

─ ╩ ⌐ ∏╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ⌐╟╡⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐ ∆

╢ ─ ─ ⅛╠ ∆╢↓≤≢⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⌐╟╢

╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

0 

 

 

イ 市ホームページ等を活用した啓発 

⅝ │⁸ ⌐ ⅜ ╩ ∫≡ ⌐ ⌂ ╩ ℮↓≤⅜

≢№╢↓≤╩ ⇔≡™√∞ↄ√╘⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⌐╟╡

─ ⌐≈™≡ ╩ ™╕∆⁹╕√⁸ ₁─ ⌐╟╢ √⌂ ⅝ ─ ⅜

↕╣╢↓≤⅛╠⁸ ┘ ⌐╟╢ ─ ⁸ ⌂ ⁸ ⅝

⌐ ∆╢ ⌐≈™≡ ─ⱱכⱶⱭכ☺╩ ⇔ ⌐ ה ╩ ™╕

∆⁹ 

 

 

 

 

 

♦市ホームページ等を活用した啓発 
本市の 

取組 

♦空家法の権限の行使 

（住宅用地特例の解除） 

本市の 

取組 

Ễ  

住宅用地特例 
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ウ シルバー人材センターとの協定に基づく空き家の解決・改善 

◦ꜟⱣכ ☿fi♃₈≥כ ─ ⌂ ─ ⌐ ∆╢

₉╩ ⇔⁸ ⅝ ─ ╡⁸ ⁸ ─ ⁸ ╩ ∫≡™╕∆⁹

╙⁸ ⌐ ≠⅝◦ꜟⱣכ ☿fi♃כ≤ ה ⇔⁸ ⅝ ⅜ ⌂

≤⌂╢↓≤╩ ⌐ ⇔⁸ ⌐╟╢ ⇔√ ⅝ ─ ה ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

エ 空家等対策協議会委員への相談・連携 

─ ⅜ ⇔√ ⅝ ⌐≈™≡⁸∕─ ╩ ∆╢√╘⁸

╩ ∂√ ≤─ ⌐╟╢ ה ─ ה ╛ ⌐ ↑√

⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

♦関係団体との連携による土地・ 

建築物の売却・賃貸や有効活用 

に向けた相談への対応 

本市の 

取組 

♦シルバー人材センターとの協定に 

基づく空き家の解決・改善 

本市の 

取組 

関係団体 府中市 
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①空き家の流通促進（中古住宅としての市場流通） 

 

ア 専門家団体との協定に基づく相談体制の整備 

 

⅝ ─ ⌐│⁸ ─ ╛ ⅜ ™⌐╙⅛⅛╦╠∏⁸ ⌐  

─ⱡ►Ɫ►⅜⌂™↓≤╛⁸ ╛ꜞⱨ◊כⱶ ╩ ∆╢ ─ √╡⅜ 

⌂™↓≤ ─√╘⌐⁸ ↕╣⌂™╕╕≤⌂∫≡™╢╙─╙№╡╕∆⁹ ≢│⁸∕ 

─╟℮⌂ ⅝ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ─ ≤⁸ ה ⌐ 

∆╢ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ ⌐ ≠⅝⁸ ⁸ ⌐ ⅝ ╩ ה ∆ 

╢ ⅜ ⅎ╢⁸ ⅝ ─ ⌐≈™≡─ ₁⌂ ╖⌐ ⇔≡⁸ ⌂▪♪Ᵽ▬☻ 

╩ ⅎ╢╟℮⁸ ≤ ⇔≡ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ ╩ ⇔

√⁸ ⅝ ─ ╩ ≤∆╢ ┼─ ╛⁸ ⱱכⱶⱭכ☺╩ ⇔√

╩ ⇔⁸ ⌐ ⌐ ∑╠╣╢╟℮ ⇔≡™⅝╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

♦専門家団体との協定に基づく 

相談体制の整備 

♦利活用案内等を通じた空き家の 

流通促進 

本市の 

取組 

ễ ḱ ḱ  

ṕ Ṗ 
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（２） 住宅の状態に応じた対策                  

₈ ₉⁸₈ ⅝ ₉⁸₈ ⇔√ ⅝ ₉─ ─ ⌐ ∂≡⁸ ─ ╩  

⌐ ™√ ╩ ∂╕∆⁹ 

 

  ⅝ ─  

  ₈ ⅝ ─ ₉⁸₈ ─ ⁸ ⇔√ ⅝ ─ ₉ 

  ⇔√ ⅝ ─ ⁸ ⇔√ ⅝ ─  

 

⌂⅔⁸ ⌂ │⁸P29₈ ─√╘─ ₉─≤⅔╡ ⇔╕∆⁹ 

 

 

図表 23：住宅の状態に応じた対策に関するイメージ図 
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（３） 空き家の種類に応じた対策 

図表 24：空き家の種類に応じた対策に関するイメージ図 

 

「別荘やたまに寝泊りしている人がいる住宅」

であるため、所有者等による適正管理を促す。 

●市ホームページ等を活用した啓発 など 

 

 

「新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために

空き家になっている住宅」であるため、市場原

理に委ねた解消を促すとともに、市の定住化促

進策により、入居率・売買成約数の向上を図っ

ていく。 

●「府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

●空家等対策協議会委員への相談・連携 など 

 

 

「居住世帯が長期にわたって不在、取り壊し予

定の住宅」であるため、市が積極的に適正管理

を促すとともに、その方法等について相談があ

る場合は対応する。 

●地域住民の見守りの目による空き家の早期

把握 

●関係機関と連携した防火、防犯対策等 

●庁内で連携した所有者等の把握 

●相談があった場合の利活用検討 など 

 

 

「市独自調査」により把握した【荒廃した空き家】は、令

和２年度末時点で 422戸。現に住環境に弊害を与えている

住宅であるため、空家法に基づいた各種措置を視野に入れ

た適正管理指導を積極的に行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קּ  

15,030  

 

120 ṕ0.8 ṾṖ 

 

10,780

ṕ71.7 ṾṖ 

 

 

860 ṕ5.7ṾṖ 

 

3,280 ṕ21.8 ṾṖ 

︡ קּ  

 
 

β ⅝ ─ │ 30 ה  ⁹∆≢♃כ♦─

β ה │⁸ ≢│⌂ↄ⁸ ─ ─╙≤ ⇔√ ╩ ≤⇔√ ≢№╢√╘⁸ ⅝ │ ≢∆⁹

╕√⁸ ⅝ │ ─ ≢ ⇔≡™╢√╘⁸ ≤ ─ │ ∏⇔╙ ⇔╕∑╪⁹ 

β ─ │⁸ ─ ⅛╠ ⇔≡™╕∆⁹ 
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⅝ │⁸ ⌐ ─ ⌐ ∂√ ╩ ∫≡™⅝╕∆⅜⁸ ה

⌐⅔↑╢ ⅝ ─ ⌐╙ ∂≡ ⌂ ╩ ∂╕∆⁹ ⌂ │ ─≤

⅔╡≢∆⁹ 

 

①二次的住宅 

╛☿◌fi♪Ɫ►☻⌂≥─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐⅔↑╢ │ ↄ№

╡╕∑╪⁹╕√⁸ ⌐ ↕╣≡™╢ ╡│⁸ ⌐ ╘╢ ⌐ ⇔╕

∑╪⅜⁸ ⌂≥─ ↕╣⅜∟⌂ ⌐ ⇔≡│⁸ ⅝ ─ ─ ⅛╠⁸

⌐ ∂ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐╟╡ ⌐ ⅜ ╦╣≡™⌂™

⌐│ ⌐╟╢ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

②賃貸用の住宅 

≢ ╙ ™ │⁸ⱴfi◦ꜛfi⁸▪Ɽכ♩⌂≥─ ─ ≢⁸ ה

⌐╟╣┌ ─ ⅝ ─ 72 ╩ ─ ⅜ ╘≡™╕∆⁹ ─

│⁸ ⁸ ─ ⌐ ⇔≡ ↕╣≡™ↄ╙─≢∆⅜⁸₈ ╕

≥↔⇔ה≥└ה∟ ₉⌐ →╢ ◖Ⱶꜙ♬♥▫─ ╩ ∆╢√╘⌐╙⁸

─ ⌂ ☻♩♇◒─ ╩ ℮ ⱴfi◦ꜛfi⁸▪Ɽכ♩─ ⌐

↑≡⁸ ─ⱱכⱶⱭכ☺ ⌐╟╢ ⁸ ┼─ ⁸ ╩ ∂√

╩ ™╕∆⁹ 

╕√⁸ ⅜™⌂™╕╕ ⇔≡™╢ ─ ⌐≈™≡│⁸

≤─ ╩ ∂⁸ ┼─ ⅝⅛↑╛ ⌐ ≠ↄ ╩ ∆╢↓

≤≢⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

③売却用の住宅 

─ │⁸ ─ ≤ ⌐⁸ │ ─ ⌐╟∫≡

↕╣≡™ↄ╙─≢∆⅜⁸ ⌐ ≢⅝⌂™╕╕ ⇔√╙─╙№╡╕∆⁹↓─╟℮

⌐ ⇔√ ─ ⌐≈™≡│⁸ ╛ ≤─ ╩

∂⁸ ─ ⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ◖Ⱶꜙ♬♥▫─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

④その他の住宅 

∕─ ─ │⁸ ─≥╣⌐╙ ⇔⌂™ ⅝ ≢⁸ ─ ⌐⌂∫≡

™╢╙─ │ ─╙─╩ ⇔╕∆⁹ ⌐ ⅜ ╕╠⌂™╕╕ ⇔≡™

╢ ⅝ ╛ ⌐╟╡ ⅜ ╕∫≡™⌂™ ⅝ ⌂≥⁸ ↕╣╢

─№╢ ⅝ ⌐ ⇔≡│⁸ ─ ╡─ ⌐╟╢ ⅝ ─ ⁸

╛ ≤ ⇔√ ⁸ ⁸ ≢ ⇔√ ─ ─ ≢⁸

⌐╟╢ ⁸ ╩ ⇔╕∆⁹ 
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（４） 空き家の利活用（市場流通の促進） 

⌂ ⅝ ⌐≈™≡ ┼─ ╩ ™⁸ ⅝ ⅜ ↕╣╢↓≤

⌂ↄ⁸ ⇔≡ ↕╣╢√╘─ ╩ ™╕∆⁹ 

⅝ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ⅝ ─ ╛ ─ ⌐ ⇔⁸

╩ ∆╢↓≤≢⁸ꜞ ⱨ◊כⱶ ─ ⁸ ≤⇔≡─ ⌐ ↑√

╛ ─ ⅝╩ ⇔⁸ ה ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

 

  

ṕ Ṗ

ṕ קּ Ṗ

ḱ ḭ

שּ

ḱ

ḭ

ḭ ︡ ︣

קּ

ẑ קּ ︡ ךּ ḭֿכ ךּ ︣Ḯ

図表 25：空き家の利活用（市場流通の促進）に関するイメージ図 
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（５） 空き家の利活用（関連施策の推進） 

╛ ⁸ ≡ ⌐⅔↑╢ ╩ ╘╢ ≤⇔≡─ ⅝ ⌐≈™

≡⁸ ╛ ─ ≤ ⇔≡ ─ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ↔≤⌐

⌂ │⁸ ⇔√ ╩ ⌐ ⇔≡™⅝╕∆⁹ 

⅝ ≤ ⅝ ─ ╩ ∆╢ ה ⅜ ─ ⅝ ╩ ≢⅝

╢╟℮⁸ ⅝ ─ ⌐ ↑√ ─ ╩ ╖ →⁸ ⌂ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

図表 26：空き家の利活用（関連施策の推進）に関するイメージ図 

 

 

 

４ 相談への対応 

（１） 相談窓口 

⅝ ⅛╠─ ┘ ⅛╠ ∑╠╣√ ⅝ ⌐ ∆╢

⌐ ╢ ⌐ ⇔≡⁸ ≤─ ⌂ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ה ╩

꞉fi☻♩♇ⱪ≢ ℮↓≤⅜≢⅝╢ ─ ╩ ⇔⁸ ⅝ ⌐ ∆╢ ─ ה

⌐ ╘╕∆⁹ 

  

קּ

ṕ Ṗ
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（２） 各専門家団体との連携 

≤ ⇔⁸ ⅝ ─ ⌂ ╛ ⌐ ∆╢ ⁸ ⌂≥

─ ⁸ ₁⌂ ⌐≈™≡ ≢⅝╢ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⅛╠─

╛ ╩ ╕ⅎ⁸ ┘ ─ ⇔╩ ™╕∆⁹ 

╕√⁸ ╛ ≤ ⅝ ─√╘─ ╩ ⇔⁸ ≤─

─ ╩ ╡╕∆⁹ 

図表 27：相談窓口（イメージ） 
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５ 数値指標 

─ ⌐№√╡⁸ ─ ⇔√ ⅝ ─ ╩ ≤⇔≡ ⇔╕∆⁹ 

─ ⇔√ ⅝ │⁸ ╛ ⅜│⅜╣≡™√╡⁸ ╛ ⁸▪fi♥♫⌂≥─

╛⁸ ╛ ⅜ ⇔≡™╢⌂≥⁸ ╣⅜↕╣≡™⌂™ ╩ ⇔⁸ ─ ⌐

⌂ ╩ ╓⇔╕∆⁹ ─ ≢│⁸ ─ ⇔√ ⅝ ─ │

≢ 110 ↕╣≡™╕∆⁹ 

 

╛ ─ ─ ≢⁸ ─ ╣╩ ╘╢↓≤│ ⌐ ≢│№

╡╕∆⅜⁸ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ⇔√ ⅝ ⌐⌂╢ ⌐ ╛ ╩ ∆

╢↓≤≢ ⇔√ ⅝ ┼─ ─ ╩ ⇔⁸ ⇔√ ⅝ ⌐

⇔≡│⁸ⱴ♬ꜙ▪ꜟ─ ╩ ∂⁸ ⌐ ⅜ ╠╣╢╟℮⌐∆╢↓≤≢⁸ ╩

↕∑≡™⅝╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ ╩ ╘╢↓≤≢⁸ ╩ ⅜ ╢↓≤≤⌂╡⁸

─ ╕≢⌐ ─ ⇔√ ⅝ ─ ╩ 80 ⌐ ╠∆↓≤╩ ⇔╕

∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新規相談件数 
（荒廃した空き家への苦情等）  

110件 
（令和２年度末） 

80件 
（令和７年度末） 

目標 現状 

現状 

（平成 30年度～令和２年度の平均値） （令和３年度～令和７年度の各年） 

39件／年 

43件／年 新規相談件数 
（荒廃した空き家への苦情等） 

解決件数 

40件／年 

46件／年 

目標 

解決件数 
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第５章 特定空家等に対する措置 
 

１ 特定空家等の判断基準 

⌐ ∆╢ ⅛╠─ ╩╙≤⌐⁸ ⅛╠ ∑╠╣√ ╛⁸ ⅜  

≢ ⇔√⁸ ⌐ ∆╢⅔∕╣─№╢ ─ ⌐ ⇔⁸ ⅝ ─

╩ ⅎ╢≤≤╙⌐⁸ ─ ╩ ⇔√ ≢⁸ ⅝ ─ ─ ⌐≈™≡

⇔╕∆⁹∕─ ≢ ⅜ ╠╣⌂™ ⁸a₈ ⌐ ∆╢ ₉⌐ ∆╢ ⌂

╩ ╢√╘⌐ ⌂ ●▬♪ꜝ▬fi ₑ ┘ ⅜ ╘╢ₐ ₈ ₉─

ₑ⌐ ≠⅝ ≤ ⇔╕∆⁹ 

╕√⁸ ⌐ ⇔⌂™ ≢╙⁸ ⌐ ╩ ╓∆ │⁸ ─  

╩ ╢√╘⌐ ⌂ ╩ ∏╢╟℮ │ ╩ ™⁸ ⌐ ╘╕∆⁹ 

 

２ 措置の実施 

①立入調査の実施 

⅛╠─ ⌂ ≢─ ה ⁸ ⅝⅛↑╩ ™⁸ ⅜╖╠╣⌂™

│⁸ ⌂ ⌐⅔™≡⁸ │ ╩ ⇔⁸ ┘ ─ ╩

⇔╕∆⁹ 

 

②庁内関係部署との連携、府中市空家等対策協議会での判定 

─ ╩ ╕ⅎ⁸ ⌐ ∆ᵓ⅛╠ᵖ╕≢─ ╩ ה ∆╢⌐ √

╡⁸ ⌐ ∂≡ ≤─ ─ ┘ ⌐⅔™≡ ╩

╘╢↓≤≤⇔╕∆⁹ 

 

③特定空家等の所有者等への勧告 

│ ⌐╙⅛⅛╦╠∏ ⅜╖╠╣⌂™ │⁸ ╩ ╘≡ ה

─ ╩ ╛⅛⌐ ∆╢╟℮ ╩ ™╕∆⁹ 

╩ ℮ │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ─ ⅜ ↕╣⌂

ↄ⌂╢↓≤⅛╠⁸ ≤ ⌂ ╩ ℮≤≤╙⌐⁸ ⌐╙∕─ ╩

⇔╕∆⁹ 

 

④特定空家等の所有者等への命令 

╩ ↑√ ⅜⁸ ⌂ ⅜⌂ↄ∕─ ─ ╩ ⇔⌂⅛∫√
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⌐⅔™≡⁸ ⌐ ≤ ╘√ │⁸ ⌐ ⇔⁸ ╩ ╘≡ ─

╩ ∆╢╟℮ ⇔╕∆⁹ 

 

⑤特定空家等の所有者等が行うべき措置に係る代執行 

⅜ ─ ╩ ⇔⌂™≤⅝╛⁸ ⇔≡╙ ≢⌂™≤⅝⌐│⁸

23 43 ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⅜ ∆╢═⅝ ⌐

≈™≡⁸ ⌐ ╦╡ │ ⅜ ∆╢ ⅜ ⇔╕∆⁹ 

 

⑥特定空家等の所有者等が行うべき措置に係る略式代執行 

┼ ∆╢⌐ √╡⁸ ⌂ ≡╩ ↄ⇔≡╙ ╩ ≢⅝⌂™

⌂ ≡╩ ↄ⇔≡╙ ה │ ⅜ ╦╣╢═⅝ ─

⅜≢⅝⌂™↓≤≢⁸ ╩ ⅎ⌂™≤⅝╩ ╖╕∆⁹ │⁸∕─ ─ ≢⁸

⅜ ∆╢═⅝ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ╦╡ │ ⅜ ה ∆╢

⅜ ⇔╕∆⁹ 

 

⑦固定資産税等の住宅用地に対する課税標準の特例の対象から除外 

14 ─ ⌐ ≠ↄ ╩ ↑√ ⌐≈™≡│⁸

─ ⌐ ∆╢ ─ ─ ⅛╠ ⇔╕∆⁹ 
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図表 28：空家法における「特定空家等に対する措置」の手順フロー 
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図表 29：空家法における「特定空家等に対する措置」の簡易フロー 
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３ 応急措置（その他対処） 

（１） 応急措置の考え方 

₈ ₉⌐ ∆╢ │⁸ ┘ ⌐ ≠ↄ ─

╩ ∆╢√╘⁸ ─ │ ≢∆⁹ ─ ⅜ ⌐ ⇔≡™╢ ⌂

≥⁸ ─ ⁸ │ ⌐ ⌂ ╩ ╓∆ ─ ⌂ ⅜ ⇔≡™╢≤

╘╢≤⅝│⁸∕─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⁸ ─ ╩ ∏

╢↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ │⁸∕─ ⌐╟╢↓≤≢⇔⅛ ⅜ ≢№╢ ─╖ ╘╠╣╢

╙─≢№╡⁸ ─ ⌐╟╢ ⌂≥∕─ ─ ⌐╟╡⁸

⅜ ⌂ ⌐│ ╦⌂™╙─≤⇔╕∆⁹ 

↓─╒⅛⌐⁸ ⅜ ⇔⁸ │╕↕⌐ ⇔╟℮≤⇔≡™╢ ⌐│⁸

 62 ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⁸ ⁸ ∕─ ─ ╩ ⇔⁸

│ ─ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ∆╢↓≤≤⌂╢≤≤╙⌐⁸  

64 ─ ⌐ ≠⅝⁸ ╩ ∆╢√╘ ─ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝

│⁸ ─ ─ ≤⌂╢╙── ─ ⌂ ╩≤╢↓≤⅜≢⅝╢↓≤≤

↕╣≡⅔╡╕∆⁹ 

（２） 応急措置の具体例 

│⁸ ─ ┼─ ╩ ╠⌂↑╣┌⌂╠⌂™ ⅜ ⇔≡™╢

⌐⁸ ─ ╩ ∏╢╙─≢№╡⁸ ⌂ ╩ ╢╙─≢│№╡╕∑

╪⁹ ⌐│⁸ ─ ─№╢ ┼─Ⱪꜟכ◦כ♩╛Ⱡ♇♩─ ⁸ ─

─ ™ ⌐≈™≡─ ⌂ ⅜ ↕╣╕∆⁹ 

 

（３） 応急措置の進め方 

─ ⌐ √∫≡│⁸ ⁸ ⌐≈™≡ ⌐ ⇔√ ≢⁸

⌂ ╩ ⇔⌂⅜╠ ∆╢↓≤≤⇔╕∆⁹∕─ ⌐⁸ ⅜ ╠⅛≢

№╢ ⌐│⁸ ⌐ ⌐ ⇔≡ ─ ⌐≈™≡ ╩ ╢╙─≤⇔╕

∆⁹ 

⌂⅔⁸ ⅜ ⌂ ╛ ╩ ╢ ⅜⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ─

╩ ∏ ╩ ∆╢↓≤≤⇔╕∆⁹ 
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１．空家等対策の推進に関する特別措置法 

２．空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針【概要版】 

３．「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）【概要版】 

４．府中市空家等対策協議会条例 

５．委員名簿（府中市空家等対策協議会） 

６．会議開催経過（府中市空家等対策協議会） 
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︣  

 

 

 

 ↓─ │⁸ ⌂ ⅜ ╦╣≡™⌂™ ⅜ ⁸ ⁸ ─  

─ ⌐ ⌂ ╩ ╓⇔≡™╢↓≤⌐ ╖⁸ ─ ⁸ │  

╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸∕─ ─ ╩ ╡⁸№╦∑≡ ─ ╩ ∆╢√ 

╘⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔⁸ ⌐╟╢ ─ ⁸ ╩ ╗⁹  

╩ ⅝⁸ ∂⁹ ⌐╟╢ ─ ∕─ ─ ⌐ ∆╢ 

╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ╘╢↓≤⌐╟╡⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⅛ 

≈ ⌐ ⇔⁸╙∫≡ ─ ─ ≤ ─ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

 ↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤│⁸ │↓╣⌐ ∆╢ ≢№∫≡  

∕─ ─ ⅜⌂↕╣≡™⌂™↓≤⅜ ≢№╢╙─ ┘∕─ ∕─ ─  

⌐ ∆╢ ╩ ╗⁹ ╩™℮⁹√∞⇔⁸ │ ⅜ ⇔⁸ │ ∆ 

╢╙─╩ ↄ⁹ 

 ↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤│⁸∕─╕╕ ∆╣┌ ⇔ↄ  

≤⌂╢⅔∕╣─№╢ │ ⇔ↄ ≤⌂╢⅔∕╣─№╢ ⁸ ⌂ ⅜ 

╦╣≡™⌂™↓≤⌐╟╡ ⇔ↄ ╩ ⌂∫≡™╢ ∕─ ─ ─  

╩ ╢√╘⌐ ∆╢↓≤⅜ ≢№╢ ⌐№╢≤ ╘╠╣╢ ╩™℮⁹ 

─ ─  

 ─ │ ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ─ ⌐ 

╩ ╓↕⌂™╟℮⁸ ─ ⌂ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ⌐ ∆╢ ─ ┘↓╣⌐ ≠ↄ  

⌐ ∆╢ ─ ∕─ ─ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ⌐ ∏╢╟℮ ╘╢╙ 

─≤∆╢⁹ 

 

 ┘ │⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ∆ 

╢√╘─ ⌂ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ⌐ →╢ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ⌂  

 ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢  

 ∕─ ⌐ ∆╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ∆╢√╘⌐ ⌂  
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 ┘ │⁸ ╩ ╘⁸ │↓╣╩ ⇔╟℮≤∆╢≤⅝│⁸ 

№╠⅛∂╘⁸ ─ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ┘ │⁸ ╩ ╘⁸ │↓╣╩ ⇔√≤⅝│⁸ ⌂ 

ↄ⁸↓╣╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 

 │⁸∕─ ≢ ⌐ ∆╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ∆╢√╘⁸ 

⌐ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡─ ₈ ₉≤™ 

℮⁹ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ⌐ →╢ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ─ ≤∆╢ ┘ ≤∆╢ ─ ∕─ ─  

⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ⌂  

  

 ─ ⌐ ∆╢  

 ⌐╟╢ ─ ⌂ ─ ⌐ ∆╢  

 ┘ ⇔√ ⌐ ╢ ₈ ─ ₉≤™℮⁹ ─ ─ 

⌐ ∆╢  

 ⌐ ∆╢ ─ ⌐╟╢ ⇔ↄ│ ⁸  

─ ⌐╟╢ ⁸ ─ ⌐╟╢ │ ⇔ↄ│  

─ ⌐╟╢ ╩™℮⁹ ∂⁹ ∕─ ─ ┼─ ⌐ ∆╢  

 ⅛╠─ ⌐ ∆╢ ┼─ ⌐ ∆╢  

 ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢  

 ∕─ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ⇔ ⌂  

 │⁸ ╩ ╘⁸ │↓╣╩ ⇔√≤⅝│⁸ ⌂ↄ⁸↓╣╩  

⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ⌐ ⇔⁸ ─ ┘ ┘⌐ ⌐ ⇔⁸ 

─ ⁸ ⌂ ∕─ ⌂ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 │⁸ ─ ┘ ┘⌐ ⌐ ∆╢ ╩ ℮√╘─ 

↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ╗⁹ ∂⁹ ─╒⅛⁸ ⁸  

─ ─ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ∆╢ ∕─ ─  

⅜ ≤ ╘╢ ╩╙∫≡ ∆╢⁹ 

 ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ⅜ ╘╢⁹ 

⌐╟╢  

 │⁸ ─ ┘ ┘⌐ ∕─ ⌐ ⇔ 
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↓─ ⌐ ≠⅝ ⅜ ∏╢ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ∆╢ ─ ┘  

⌂ ⁸ ─ ∕─ ⌂ ╩ ℮╟℮ ╘⌂↑╣┌⌂╠⌂ 

™⁹ 

 

 │⁸ ─ ⌐№╢ ─ ┘ ─  

╩ ∆╢√╘─ ∕─ ⌐ ⇔↓─ ─ ─√╘⌐ ⌂ ╩ ℮↓ 

≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ⅛╠ ╕≢─ ─ ⌐ ⌂ ⌐⅔™≡⁸  

│∕─ ⇔√ ⌐⁸ ≤ ╘╠╣╢ ⌐ ∟ ∫≡ ╩↕∑╢↓≤ 

⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╡ │∕─ ⇔√ ╩ ≤ ╘╠╣╢  

⌐ ∟ ╠∑╟℮≤∆╢≤⅝│⁸∕─ ╕≢⌐⁸ ─ ⌐∕─  

╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹√∞⇔⁸ ⌐ ⇔ ∆╢↓≤⅜ ≢№╢≤ 

⅝│⁸↓─ ╡≢⌂™⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ≤ ╘╠╣╢ ⌐ ∟ ╤℮≤∆╢ │⁸∕─ ╩  

∆ ╩ ⇔⁸ ─ ⅜№∫√≤⅝│⁸↓╣╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ ⌐╟╢ ─ │⁸ ─√╘⌐ ╘╠╣√╙─≤ ⇔≡ 

│⌂╠⌂™⁹ 

─ ⌐ ∆╢ ─  

 │⁸ ─ ∕─ ─ ─√╘⌐ ∆╢ ≢ ∆╢  

≢№∫≡ ∕─ ─ ─ ⌐ ∆╢╙─⌐≈™≡│⁸↓─ ─ ─ 

√╘⌐ ⌂ ⌐⅔™≡⁸∕─ ⌐ √∫≡ ↕╣√ ─ ─ ─√ 

╘⌐ ≢ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ∕─ ─ ≢ ⅜ ∆╢╙─≤↕╣≡™╢╙─ 

─℮∟ ─ ∆╢ ⌐⅔™≡│ ⅜ ∆╢╙─≤↕╣≡™╢╙──√╘⌐  

∆╢ ≢ ⅜ ∆╢ ≢№∫≡⁸ ─ ⌐№╢ ─ ⌐ ∆ 

╢╙─⌐≈™≡⁸ ─ ⅛╠ ╩ ╘╠╣√≤⅝│⁸↓─ ─ ─√ 

╘⌐ ⌂ ⌐⅔™≡⁸ ╛⅛⌐ ─ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ │⁸↓─ ─ ─√╘⌐ ⅜№╢≤⅝│⁸ 

∆╢ ─ ∕─ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ─ ⌐ ⇔ ⌂ 

─ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

⌐ ─☻כⱬ♃כ♦╢∆  

 │⁸ ╩ ⇔⁸ │ ∆╢ ╩ ℮ ⅜ ⇔⁸  

│ ∆╢√╘⌐ ⇔⁸ │ ∆╢╙─ ─ ⌐ ╩ ╓↕⌂™╟ 

℮ ⌐ ↕╣≡™╢╙─⌐ ╢⁹ ╩ ↄ⁹ ╕≢⌐⅔™≡ ∂⁹ ⌐ 

─☻כⱬ♃כ♦╢∆ ∕─ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂  
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╩ ∏╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

⌐╟╢ ─ ⌂ ─  

 │⁸ ⌐╟╢ ─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⁸↓╣╠─ ⌐ 

⇔⁸ ─ ⁸ ∕─ ⌂ ╩ ℮╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

┘ ─ ─  

 │⁸ ┘ ─ ╩ ⇔⁸ │ ∆╢ ╩ ℮ 

⅜ ⇔⁸ │ ∆╢√╘⌐ ⇔⁸ │ ∆╢╙─╩ ↄ⁹ ⌐ ∆╢ ─ 

∕─ ↓╣╠─ ─√╘⌐ ⌂ ╩ ∏╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

⌐ ∆╢  

 │⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ⇔⁸ ⁸  

⁸ ─ ∕─ ─ ─ ╩ ╢√╘⌐ ⌂ ∕─╕╕  

∆╣┌ ⇔ↄ ≤⌂╢⅔∕╣─№╢ │ ⇔ↄ ≤⌂╢⅔ 

∕╣─№╢ ⌐⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ↄ⁹ ⌐⅔™≡ ∂⁹ 

╩≤╢╟℮ │ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ │ ╩⇔√ ⌐⅔™≡⁸⌂⅔  

─ ⅜ ↕╣⌂™≤ ╘╢≤⅝│⁸ │ ╩ ↑√ ⌐ ⇔⁸ ─ 

╩ ↑≡⁸ ⁸ ⁸ ─ ∕─ ─ ─ ╩ ╢√╘ 

⌐ ⌂ ╩≤╢↓≤╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩ ↑√ ⅜ ⌂ ⅜⌂ↄ≡∕─ ⌐ ╢ 

╩≤╠⌂⅛∫√ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸∕─ ⌐ ⇔⁸  

─ ╩ ↑≡⁸∕─ ⌐ ╢ ╩≤╢↓≤╩ ∏╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ∂╟℮≤∆╢ ⌐⅔™≡│⁸№╠⅛∂╘⁸∕─ ╩ 

∂╟℮≤∆╢ ⌐ ⇔⁸∕─ ∂╟℮≤∆╢ ┘∕─ ┘⌐ ─  

┘ ╩ ⇔√ ╩ ⇔≡⁸∕─ ╩ ∂╟℮≤∆╢ │∕─  

⌐ ┘ ⌐ ⌂ ╩ ∆╢ ╩ ⅎ⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ ─ ╩ ↑√ │⁸∕─ ╩ ↑√ ⅛╠ ⌐⁸ ⌐ 

⇔⁸ ─ ⌐ ⅎ≡ ⌐╟╢ ─ ╩ ℮↓≤╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ─ ⅜№∫√ ⌐⅔™≡│⁸ ─ 

╩ ∂╟℮≤∆╢ │∕─ ─ ╩ ╘≡⁸ ⌐╟╢ ─ ╩ ╦ 

⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ╩ ℮ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌐╟ 

∫≡ ∂╟℮≤∆╢ ┘⌐ ─ ─ ┘ ╩⁸ ─ ╕≢⌐⁸  

⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸↓╣╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ╩ ↕∑⁸⅛≈⁸ ⌐ ⌂ 

╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╡ ⌂ ╩ ∂√ ⌐⅔™≡⁸∕─ ╩ − 
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╠╣√ ⅜∕─ ╩ ⇔⌂™≤⅝⁸ ⇔≡╙ ≢⌂™≤⅝ │ ⇔≡╙  

─ ╕≢⌐ ∆╢ ╖⅜⌂™≤⅝│⁸  

─ ╘╢≤↓╤⌐ ™⁸ ╠ ─⌂∆═⅝ ╩⇔⁸ │ ╩⇔≡↓╣╩ 

↕∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ⌂ ╩ ∂╟℮≤∆╢ ⌐⅔™≡⁸ ⅜⌂ↄ≡∕─ 

╩ −╠╣╢═⅝ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™≤⅝ ⅜⌂ↄ≡ ─  

⇔ↄ│ │ ─ ⅜ ╦╣╢═⅝ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™√╘ ⌐ 

╘╢ ⌐╟╡ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝⌂™≤⅝╩ ╗⁹ │⁸ │⁸∕─ ─ 

⌐⅔™≡⁸∕─ ╩ ╠ ™⁸ │∕─ ∂√ ⇔ↄ│ ⇔√ ⌐ ╦∑╢ 

↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ╩ ╘≡⁸∕─ ╩ ℮═⅝ ┘ 

∕─ ╕≢⌐∕─ ╩ ╦⌂™≤⅝│⁸ │∕─ ∂√ ⇔ↄ│ ⇔ 

√ ⅜∕─ ╩ ℮═⅝ ╩№╠⅛∂╘ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩⇔√ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ∕─  

ה ≢ ╘╢ ⌐╟╡⁸∕─ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ │⁸ ─ ⌐╟╢ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

↓─ ⌐⅔™≡│⁸ ─ │⁸ ─ ╩ ╖⁸ │ → 

≡│⌂╠⌂™⁹ 

 ─ ⌐╟╢ ⌐≈™≡│⁸  

┘ ╩ ↄ⁹ ─ │⁸ ⇔⌂™⁹ 

 ┘ │⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔⁸∕─ ⌂ ╩ 

╢√╘⌐ ⌂ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸  

ה ≢ ╘╢⁹ 

─ ┘ ─  

 ┘ │⁸ ⅜ ℮ ⌐ ≠ↄ ⌐ ∆╢  

─ ⅛≈ ⌂ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ 

⁸ ─ ∕─ ─ ⌂ ─ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

 ┘ │⁸ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ⅜ ℮ ⌐  

≠ↄ ⌐ ∆╢ ─ ⅛≈ ⌂ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⌂ ─ ∕─ 

─ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 ─ ⌐╟╢ ─ ⌐ ⇔√ │⁸ ─ 

⌐ ∆╢⁹ 

 ─ ⌐╟╢ ╩ ╖⁸ →⁸ │ ⇔√ │⁸  

─ ⌐ ∆╢⁹ 
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 ↓─ │⁸ ─ ⅛╠ ⇔≡ ╩ ⅎ⌂™ ⌐⅔™≡ ≢ ╘╢ ⅛ 

╠ ∆╢⁹√∞⇔⁸ ⅛╠ ╕≢⁸ ┘ ─ │⁸ 

─ ⅛╠ ⇔≡ ╩ ⅎ⌂™ ⌐⅔™≡ ≢ ╘╢ ⅛╠ ∆╢⁹ 

₃ ≢⁸ ⌐ ╢ │⁸ ⅛╠⁸ 

√∞⇔ ⌐ ╢ │⁸ ⅛╠  

 

 │⁸↓─ ─ ╩ ⇔√ ⌐⅔™≡⁸↓─ ─ ─ ╩  

⇔⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸↓─ ─ ⌐≈™≡ ╩ ⅎ⁸∕─ ⌐  

≠™≡ ─ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 
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 ↓─ │⁸ ─ ⌐ ∆╢  

─ ⌐ ≠⅝⁸ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ 

⇔⁸∕─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 │⁸ ┘ ╩╙∫≡ ∆╢⁹ 

 │⁸ ╩╙∫≡ ≡╢⁹ 

 │⁸ ⌐ →╢ ─℮∟⅛╠⁸ ⅜ ∆╢⁹ 

(1) ─  

(2) ╩ ∆╢  

(3) ─ ∆╢  

(4) ─  

─  

 ─ │⁸ ≤⇔⁸ ↕╣╢↓≤╩ →⌂™⁹√∞⇔⁸ ⅜ ↑√  

⌐⅔↑╢ ─ ─ │⁸ ─ ≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢⁹ 

 ⌐ ⅜№╢≤⅝⁸ │ ⅜ ↑√≤⅝│⁸№╠⅛∂╘∕─ ∆╢ ⅜⁸ 

∕─ ╩ ∆╢⁹ 

 

 │⁸ ╡ √ ╩ ╠⇔≡│⌂╠⌂™⁹∕─ ╩ ™√ ╙ ≤ 

∆╢⁹ 

 

 

 ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

─ ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢ ─  

 ─ ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢  

─ ╩ ─╟℮⌐ ∆╢⁹ 

⌐ ∆╢  

─ ─ ⌐ ─╟℮⌐ ⅎ╢⁹ 
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        ─   

        №∆⅛ ─   

        ╩ ∆╢   

        ╩ ∆╢   

        ╩ ∆╢  
 

 

          ╩ ∆╢  
 

 

          ╩ ∆╢   

        ╩ ∆╢  
 

 

        ─ ∆╢   

        ─ ∆╢   

        ─ ∆╢   

        ─   

        ─   
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ủ ─ ⁸  

ủ ⌐≈™≡ 

ủ ⌐ ∆╢ ─ ⌐≈™≡ 

ủ ─ ꜟכꜙ☺◔☻

⌐≈™≡ 
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